
Ⅲ 里親支援専門相談員の役割
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【東京都の里親制度におけるチーム養育体制】

○ 東京都では、平成30年1月から、里親家庭の支援にあたり「チーム養育体制」を取り入れている。

○ これは、児童相談所の進行管理のもと、関係機関がチームで養育を行う体制であり、里親についても、このチーム
の一員として連携して子供の養育をしていくという考え方がこの体制の根幹にある。

○ チームの中でも施設の職員である里親支援専門相談員による里親家庭の定期的な訪問は、この制度の柱の
一つとなっている。

○ 子供の気持ちも養育者としての苦労も理解することができる施設の職員による支援は、里親に寄り添った支援も
可能であるとともに、里親を地域に結ぶ役割も果たしている。

○ 併せて、子供が通う学校や地域の里親制度に対する理解が進むよう、関係者が一体となって普及啓発にも取り
組んでいる。

東京都：里親支援専門相談員による里親家庭の支援

里親が地域で孤立することなく子供を養育していくことができるように、東京都では
「チーム養育」を大切にしている。

栃木県：里親支援専門相談員による主体的な活動の実施

○ 県内の乳児院及び児童養護施設等で構成される栃木県児童養護施設等連絡協議会の中に、各乳児院及び児童
養護施設の里親支援専門相談員を中心とする「里親支援専門相談員部会」を設置している。

○ 部会の主な活動として、定期的（年６回程度）会議を開催。各施設におけるマッチング等の取組状況の共有、事例
検討、他自治体等への視察研修等を実施し、里親等委託の推進を図っている。

○ 部会には、テーマによって児相職員やこども政策課職員も参加し、情報共有や意見交換等を実施している。
○ また、部会独自のチラシ「里親支援専門相談員部会だより」の作成・配付や各市町が行う福祉祭り等でのPR等、児
相、

里親会及び市町と連携した普及啓発活動に加えて、児相が実施する里親を対象とした研修への協力（専門相談員
が行う支援についての説明、研修当日の託児等）等を実施している。

各乳児院・児童養護施設の里親支援専門相談員による「里親支援専門相談員部会」を設
置し、定期的な情報共有の実施等により里親等委託を推進。 【他県の里親支援専門相談員との意見交換会の様子（R元年度）】

Point

Point
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浜松市：２施設合同の里親サロンの実施

○ 浜松市では、里親支援専門相談員を配置している２つの児童養護施設が合同で里親サロンを開催し、２施
設の連携、里親・里子の相互交流の促進を行うことにより、里親支援の一環となるよう実施している。

○ 児童養護施設を運営する社会福祉法人が経営するカフェを活用して、明るい雰囲気の中、和気あいあいと皆で
レクリエーションを行ったり、グループトークを行ったりして交流の輪を広げた。

○ 平成30年度2回、令和元年度1回実施したが、令和2年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、実施で
きていない。

○ 参加者からは、「話したかったことを聞いてもらえてスッキリしました。」「寮の先生たちのお話はとても参考になりまし
た。」 「有意義な時間で非常に満足です。参考になる話しを色々いただきました。」などの声が寄せられた。

○ ２施設の里親専門相談員が、相互の連携を図り、里親支援につなげることができた。

２つの児童養護施設合同での里親サロン開催により、里親・里子と施設職員の相互
交流と里親支援の輪を広げる。 【会場のカフェ】 【サロンの様子】

京都市：ブロック単位での里親支援専門相談員による活動

○ 京都市では、本市所管の全ての乳児院（２施設）及び児童養護施設（７施設）に里親支援専門相談員（以
下、「里専」という）を配置しており、市内を４ブロックに分けて、ブロック内の未委託里親を含む里親家庭への訪問や、
里親サロンの開催などを、各ブロックの里専や「きょうと里親支援・ショートステイ事業拠点」の支援員が協力して行ってい

る。

○ 施設等の垣根を越えて里専等が協力し合えるチームを作ることで、施設の里専が単独で活動するよりも、様々な活動
を行いやすい。里親支援の経験があまりない者が里専になった場合でもフォローでき、継続した活動を行うことができる。

○ また、市内をブロックに分けたことにより、活動単位を小さくでき、地域に密着した取組が容易となる。里親世帯への訪問
や里親サロンの開催など、里親と支援機関の間で「顔の見える関係」を作りやすくなる。

市内を４つのブロックに分け、各ブロックを複数の施設の里親支援専門相談員が担当する
ことで、里親世帯への訪問などの活動を協力して行う。

【里親サロン】

Point

Point

77



参 考

（里親等委託推進に向けた取組事例）
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・大分県は、18歳未満人口が約17万人の県であり、2013(H25)年度から2018(H30）年度までは、
子どもの人口が減少する一方で、代替養育を必要とする子どもは2018(H30)年度末時点で501人お
り、代替養育を必要とする子どもの数の子ども人口に占める割合は0.3％に近づいている。

・児童虐待対応件数は年々増加傾向であり、2018(H30）年は2013(H25)年の1.87倍に増加。

・全国に先駆け2002(H14)年以降、里親委託を積極的に推進した結果、当時1.2％であった里親
委託率は、2006(H18)年度末に10.9％、2016(H28)年度末には30.6％まで上昇。
この間、2006(H18)年から2016(H28)年までの増加率(19.7％)は全国４位。

平成25年
度末

平成30年
度末

令和６年度末（目標）

（全体） （３歳未満）

登録里親数 127世帯 180世帯 230世帯 －

里親等委託児童数 130人 166人 190人 25人

代替養育が必要な児童数 463人 501人 498人 33人

里親等委託率 28.1％ 33.1% 38％ 75％

児童相談所の里親担当職員の配置状況
・専従職員６名（全員中央児相に配置）

里親支援専門相談員の配置状況
・乳児院 １か所／１か所 ・児童養護施設 ８か所／９か所

フォスタリング業務の実施機関

実施機関名 リクルート 研修・トレー
ニング

マッチ
ング

委託後支
援・交流

国庫
補助

中央児童相談所 ● ● ● ● ●

児童家庭支援センター（３） ●

里親会 ● ●

※里親支援専門相談員の主な役割
①委託中の里親支援のための里親宅や里親サロンの定期的な訪問
②研修でのファシリテーターとして里親同士の交流促進や助言

❶地域の特色
大分県における里親等委託推進に向けた取組

❷フォスタリング体制 ❸基礎情報

取組の概要（詳細は次頁参照）

里親制度の普及啓発とリクルートによる里親登録者の確保
・ 市町村・民間団体等と協働し、認知度向上に向け積極的なアプローチを実施
里親の育成と養育力の向上
・ 体系的な研修やトレーニングプログラムの充実により、里親の養育力を向上
マッチング及び里親支援の充実
・ 児童養護施設や乳児院に里親支援専門相談員を配置し、マッチングの段階から、
施設の専門性を活かした養育支援を実施

→ 2013(H25)年度から2018(H30)年度の里親新規登録が年平均10組増加

中津児童相談所

中央児童相談所

児童家庭支援センター

児童養護施設

乳児院

実施機関名 リクルート 研修・トレー
ニング

マッチ
ング

委託後支
援・交流

乳児院（１） ● ● ●

児童養護施設（８） ● ●

里親支援専門相談員
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２．里親研修・トレーニング事業の取組
・里親の養育力向上を目的に、法定研修とは別に、未委託里親も含めてスキルアップ研修を年４回実施
（養育で困りそうなテーマを選定して、グループワークを取り入れ、里親専門相談員や先輩里親がアドバイス）

・児童養護施設・乳児院の協力を得て、施設の里親支援専門相談員が研修のグループワークに参加、養育の専門性や
ノウハウを里親に伝達

・児相職員が未委託里親家庭を定期的に訪問し、研修の参加等を働きかけを実施
・里親、FHの補助者、地域小規模児童養護施設の職員等を対象としたフォスタリングチェンジプログラムを実施

３．里親委託等推進事業（マッチング）の取組
・児相職員の定期訪問により里親の意向や状況把握を行い、里親と子どもの状況に応じたきめ細かなマッチングや里親応援会議を実施
・児相職員、里親支援専門相談員、里親の顔の見える関係を構築し、円滑なマッチングを実施
・児童養護施設や乳児院に里親支援専門相談員を配置し、マッチングの段階から、施設の専門性を活かした養育支援を実施
・委託解除後訪問により、次の委託に向けた意向等を必ず確認

４．里親訪問等支援事業の取組
・初期支援の重要性を踏まえ、委託後6か月間は、児相職員を中心に定期訪問・電話による計画的な支援を実施
・児童養護施設や乳児院に里親支援専門相談員を配置し、里親家庭を訪問し、養育相談を実施。里親レスパイトも積極的に活用。
・里親会が里親サロンを地域ごとに定期開催し、他の里親と養育の悩みや喜びを共有。里親支援専門相談員も参加し助言等を行う。
・情報共有のため、児童相談所と里親支援専門相談員が月１回の定期連絡会を開催、個々のケースを共有し、必要に応じて、ケース
ワーカーに繋ぐなど、関係機関と連携した支援を実施

１．普及促進・リクルート事業の取組
・県内全市町村で里親募集説明会を開催し、長期里親だけではなく、短期里親への案内も実施（令和２年度35回）
・里親中央フォーラムを開催し（年１回）、里親や里親養育経験者のトークショーなどを交えた普及啓発を実施
・民間機関の協力による広報誌での特集連載（グリーンコープ生協会報、印刷会社発行の生活情報誌）
・地域で先輩里親の体験談等が聞ける座談会（里親カフェ）を実施（県内6地区×１回）
・出前講座として、教員、民生委員の研修会、不妊治療医療機関などに児相職員が出向いて、 里親制度や特別養子縁組
制度の説明会を実施

・大分県産婦人科医会との連携

（里親カフェの様子）

（里親募集説明会の案内）

大分県のフォスタリング事業の取組
○中央児童相談所をフォスタリング業務実施機関と位置づけ、児童福祉司（里親担当）や里親委託推進員、里親リクルート活動員を集中的に配置するこ
とで、マッチングから委託後支援まで児童相談所職員による丁寧な対応が可能となっている。また、児童相談所里親担当職員と里親支援専門相談員の定
期的な情報共有により、児童相談所の子ども担当職員へのスムーズな情報提供が可能となり、円滑な委託後フォローに繋がっている。

○長年積み重ねてきた市町村や民間機関との協力関係により、幅広く、きめ細かな普及啓発・リクルート活動が可能になり、里親登録者の絶対数の増加に
繋げるとともに、未委託里親も含めた任意のスキルアップ研修の充実やフォスタリングチェンジプログラム等の実施により、養育里親の確保を図っている。

○児童相談所職員、里親支援専門相談員、里親の顔の見える関係を構築し、丁寧なマッチングを行うとともに、定期訪問や里親サロンの開催等により、里親
の養育の悩みや不安、喜び等を共有して、適時適切な委託後支援を実施し、里親が安心して養育できる環境づくりに取り組んでいる。
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平成25年
度末

平成30年
度末

令和６年度末（目標）

（全体） （３歳未満）

登録里親数 130世帯 221世帯 403世帯 －

里親等委託児童数 147人 181人 242人 27人

代替養育が必要な児童数 461人 378人 390人 35人

里親等委託率 31.9% 47.9% 62.1% 77.1%

児童相談所の里親担当職員の配置状況
・専従職員７名

里親支援専門相談員の配置状況
・乳児院 ２か所／２か所 ・児童養護施設 １か所／３か所

フォスタリング業務の実施機関
実施機関名 リクルート 研修・ト

レーニング
マッチ
ング

委託後支
援・交流

国庫
補助

こども総合相談センターえがお館（児童相談所) ● ● ● ● ●

NPO法人キーアセット ● ● ● ● ●

子ども家庭支援センター「SOS子どもの村福岡」 ● ●

子ども家庭支援センター「はぐはぐ」 ●

※里親支援専門相談員の主な役割
①未委託の養子縁組里親を対象とした研修の実施
②縁組成立後の里親家庭を対象とした交流の場の運営

❶地域の特色
福岡市における里親等委託推進に向けた取組

ああ

❷フォスタリング体制 ❸基礎情報

・ 福岡市は、18歳未満人口が約24万人の都市であり、そのうち、代替養育を必要とする子
どもが平成30年度末時点で約380人いる。

・ 児童虐待相談対応件数は年々増加傾向であるが（H25:415件 → H30:1,908件）、
子どもの家庭復帰を促進し、できる限り家庭から分離せずに社会で養育するという方針に転
換した結果、代替養育が必要な児童数は減少傾向にある。

・ 地域の特色として、福岡市は従前からNPO法人との共働関係にある地域であり、 NPO
法人との共働による里親制度の普及啓発や民間フォスタリング機関と協力した里親委託によ
る家庭養育推進を図っており、乳児院から児童養護施設への措置変更は減少している
(H25:８人 → H30:０人)

取組の概要（詳細は次頁参照）

乳幼児里親の開拓・充実を図る方針の策定
・ 以前は、２歳未満の乳児のほとんどを乳児院に措置していたが、子どもたちの心身の
発達においては、乳幼児期の愛着関係が重要であり、特定の大人による養育が必要だと
結論づけ、2016年に乳幼児が出来る限り家庭で養育されるように上記方針を策定。

児童相談所とNPO法人の２本柱で里親委託を推進
・ 児童相談所の業務量等を踏まえると、行政の力だけで里親委託を推進するには限界が
あるため、NPO法人と強力に連携し、行政と民間の２本柱で攻めのリクルート等を実施

→ 乳幼児の里親等委託率はH29末の29.2%からR1末に69.9%に上昇

福岡市子ども総合支援センター
えがお館(児童相談所)

NPO法人キーアセット

福岡市子ども家庭支援センター
SOS子どもの村福岡

福岡市子ども家庭支援センター
はぐはぐ

乳児院

児童養護施設

実施機関名 リクルート 研修・ト
レーニング

マッチ
ング

委託後支
援・交流

乳児院（２） ● ●

児童養護施設（１） ● ●

里親支援専門相談員
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【こども総合相談センター】（福岡市児童相談所）
◆市民との共働による普及啓発（H17～）

NPO法人との共働による実行委員会方式（ファミリーシップふくおか）
による普及啓発
→「新しい絆フォーラム」の開催（年２回）

広く市民へ感動とともに里親制度を伝える

里親委託率UP
H1６ 6.9%→R1 52.5％

◆里親研修の実施
・基礎研修、登録前研修を年4回実施
・里親支援専門相談員の協力を得て施設での実習実施
・養育里親の養育力向上を目指した「フォスタリングチェンジ
プログラム」の実施（NPO法人SOS子どもの村との共働事業）

【NPO法人 キーアセット】
◆攻めのリクルート活動（H28～）

≪リクルート先≫
複合商業施設、カフェ・区役所
スーパーマーケット、バス車内広告
市役所のイベント等

◆アセスメント・トレーニングブック”Journey 
to Foster”を活用した研修の実施

・一貫性のある研修の提供
アセスメントとトレーニングを一緒に行う

・開催の時期や曜日・時間帯など里親候補者
に合わせた柔軟な研修体制

○福岡市では、こども総合相談センター（児童相談所）を公的フォスタリング業務実施機関、NPO法人キーアセットを「乳幼児を受託する養育里親」に関する
民間のフォスタリング業務実施機関（福岡市の委託業務）と位置づけ、それぞれの強みを活かした明確な役割分担と連携のもとフォスタリング業務を展開。

○平成17年度から子どもの権利擁護等の取組を展開するNPO法人と共働し、子ども・子育て支援等に関与する民間団体（20団体ほど）に幅広く呼びかけ
実行委員会方式により普及啓発の在り方を検討。年2回のフォーラムは定着している取組のひとつ。ネットワークができたことにより、実行委員でもある市社協が
実施するファミリーサポーター研修において里親制度の案内を実施するなど、子育て支援に関心の高い市民への普及啓発の機会につながっている。

○児童相談所においては里親担当職員の体制を充実させるとともに、施設入所児童を担当する係において、入所児童それぞれの現状やニーズを改めて見直し、
保護者へアプローチしたり、里親委託に措置変更していくなど地道な取組みの結果、「家庭養育優先」の具現化が図られてきた経過があり、所内全体としての
風土づくりが重要。

福岡市のフォスタリング事業の取組

【両フォスタリング機関の相互連携によるマッチングと委託後支援の取り組み】
・こども総合相談センターとキーアセットの定例事業報告会（月1回）の実施 → 里親候補者ならびに登録里親の情報共有
・乳幼児の保護は、一時保護委託も含めてまずは里親委託を検討
・マッチングに関してはその都度協議しながら、子どもに最も適した里親の選定を行う
・リクルートから委託後支援まで、一貫してキーアセットが担当 → 里親との信頼関係を重視
・実親との面会交流が必要な場合は、里親をフォローしながら積極的に進め家族再統合を目指す
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ファミリーホーム事例集について

【取りまとめの経緯】
ファミリーホームの設置運営の促進ワーキンググループ（座長：青山学院女子短期大学教授 横堀昌子）
子どもの最善の利益のため、良質なファミリーホームを設置していくため、個人・法人によるファミリーホームの設

置事例、ファミリーホーム実態調査、設置を進めるための留意事項等をとりまとめた。

【ファミリーホームのおかれている状況】
○ ファミリーホームが制度として事業化されたのは、平成２１年度からであるが、平成２５年１０月時点で２００か
所を超え、その運営や養育者及び補助者の資質、人数など、ファミリーホーム間で差が生じている。

○ 児童養護施設によるファミリーホームの開設或いは支援や、NPO等法人や施設職員経験者によるファミリーホームの
開設が増加傾向にあるため、里親から大きくなったファミリーホームだけではない、様々な形態によるファミリー
ホームが増えることが予想される。

○ ファミリーホームが家庭養護としての役割を果たすために、ファミリーホーム関係者は様々な取り組み・議論等を
行っている。

【ファミリーホーム事例集等の取りまとめ内容】
○ ファミリーホームの課題についてワーキンググループで議論し、以下のような内容をとりまとめた。
① ファミリーホームの開設手続きについて、養育者の条件、地域住民の理解、申請書類等に関する内容を、具体的
に明示したこと。

② ファミリーホームの養育の質の確保を前提として設置を進めるべきとの方向性に基づき、養育における留意事項
等ついて具体的に明示したこと。

③ ファミリーホームそのものの課題だけではなく、それを取り巻く施設や関係機関との連携支援における課題があ
るため、現時点で取り組むことのできる課題を明記し、その解決については、今後の取り組みの中で検討すること
としたこと。

④ 今後は、ファミリーホームの設置について、児童相談所など自治体関係者及びファミリーホーム関係、施設関係
者が「チーム社会的養護」となって連携を深めながら、子どもの最善の利益のために、あるべきファミリーホーム
とは何かを検討しながら設置を進める際の参考となるものとすること。
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ファミリーホームについての主な考え方

ファミリーホームについて：ファミリーホームは家庭養護の一類型で里親を大きくしたもの。施設を小さくしたもので
はない。養育者は夫婦が原則。地域で一家庭として機能する。

子どもの人数について：ファミリーホームは、里親に比べ家族の人数が多いのが特徴であるが、これは、子ども同士が
家族関係の良いモデルとして、ともに成長していくことができることが利点である。子どもの人数が多いので、養育者
の力量が問われる。

里親とファミリーホームについて：実親の中には里親に委託することに対して親と対比されることを意識するため、委
託の同意に抵抗がある場合があるが、ファミリーホームは比較的その意識が薄まることから委託に同意しやすい場合が
ある。

児童養護
施設

乳児院

児童相談所

里親支援機関

里親

ファミリーホームと関係施設・機関との連携支援
：ファミリーホームの養育者を孤立させないよう地域に開かれた仕組みが必要。
地域の関係施設・機関との連携支援によりファミリーホームの養育者の質の向上にも寄与。

児童養護施設がファミリーホームを開設するには事例が少なく、今後の実践を踏まえ引き続
き検討。施設職員退職者がファミリーホームを設置した際、以前勤務していた児童養護施設
と連携した事例があることから、そのような支援を推進。

乳児院は里親委託の経験があることから、養育の連続性・多様性の観点からファミリーホー
ムへの委託支援についても推進。

児童相談所は措置権を有していることから、ファミリーホームの状況をよく踏まえながら、
児童を委託。また、各種相談を受けながらファミリーホームを支援。

ファミリーホームは里親を大きくしたものであることから相互に支援。

ファミリーホームが地域に開かれ、安定的に運営できるよう支援。

措置費等について：里親が大きくなったものだが、里親と異なり、都道府県市から措置費の監査を受けるので、事務処
理能力が求められる。法人設置の場合、法人と養育者との雇用関係が発生するので、人事関係の事務が必要。
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（７）里親登録（認定）の要件

①要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。
②経済的に困窮していないこと（親族里親は除く。）。
③里親本人又はその同居人が次の欠格事由に該当していないこと。

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法等、福祉関係法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

養育里親 専門里親 養子縁組里親 親族里親

・養育里親研修を修了し
ていること。

※年齢に一律の上限は設け
ない。養育可能な年齢であ
るかどうかを判断。

・専門里親研修を修了していること。

・次の要件のいずれかに該当すること
ア 養育里親として３年以上の委託児童

の養育の経験を有すること。
イ ３年以上児童福祉事業に従事した者

であって、都道府県知事が適当と認
めたものであること。

ウ 都道府県知事がア又はイに該当する
者と同等以上の能力を有すると認め
た者であること。

・委託児童の養育に専念できること。

※年齢に一律の上限は設けない。養育可能
な年齢であるかどうかを判断。

・養子縁組里親研修を修了して
いること。

※一定の年齢に達していることや、
夫婦共働きであること、特定の疾
病に罹患した経験があることだけ
をもって排除しない。子どもの成
長の過程に応じて必要な気力、体
力、経済力等が求められることな
ど、里親希望者と先の見通しを具
体的に話し合いながら検討。

・要保護児童の扶養義務者及
びその配偶者である親族で
あること。

・要保護児童の両親等が死亡、
行方不明、拘禁、疾病によ
る入院等の状態となったこ
とにより、これらの者によ
る養育が期待できない要保
護児童の養育を希望する者
であること。

基本的な要件

＋

里親名簿への登録 親族里親の認定

都道府県児童福祉審議会の意見聴取

５年ごとの登録の更新（更新研修の受講） ※専門里親は２年ごと 85



登

録

基礎研修１日
・制度説明
・要保護児童

の理解など

実習１日程度
・児童福祉施

設での実習
など

里

親

委

託

受
入
準
備

子
ど
も
と
の
引
き
合
わ
せ

更新研修１日
・社会情勢、改正法
・行動の理解
・養育上の課題に対応する研修等

専門里親研修
※障害児の特徴や福祉サービス等につ
いての講義・演習を追加。

登録までの研修

施設実習
・未委託里親

のみ

専門里親研修

養育里親委託経験３年以上等

更新研修

里

親

希

望

ガ
イ
ダ
ン
ス

児
相
・
里
親
支
援
機
関
に
よ
る

講
演
会
・
説
明
会
の
実
施

児童相談所に対して登録申請 家庭訪問・調査
児童福祉審議会から

意見聴取

２年毎の
修了認定

児童福祉の経験等を有する者

５年ごとに更新研修を受講

（都道府県より更新通知）
更
新

修
了
証

登録前研修２日
・最低基準
・子どもの心と体
・子どもの権利
擁護など

実習２日程度
・実践的実習

など

①養育里親の里親研修と登録の流れ
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目 的 期 間 内 容

(1)基礎研修

・養育里親を希望す
る者を対象とした
基礎研修

①社会的養護における里親制度
の意義と役割を理解する

②今日の要保護児童とその状況
を理解する（虐待、障害、実
親がいる等）

③里親にもとめられるものを共
有する（グループ討議）

１日
＋
実習１日程度

①里親制度の基礎Ⅰ

②保護を要する子どもの理解について（ex保護を要する子ど
もの現状、児童虐待問題）

③地域における子育て支援サービス（ex地域における子育て
相談・各種支援サービス等）

④先輩里親の体験談・グループ討議（ex里親希望の動機、里
親にもとめられるもの）

⑤実習（児童福祉施設の見学を主体にしたもの）

(2) 認定前研修

・基礎研修を受講し、
里親について概要
を理解した上で、
本研修を受講する

・本研修を修了、養
育里親として認定
される

社会的養護の担い手である里親
として、子どもの養育を行うた
めに必要な知識と子どもの状況
に応じた養育技術を身につける

２日
＋
実習２日程度

①里親制度の基礎Ⅱ（里親が行う養育に関する最低基準）

②里親養育の基本（ﾏｯﾁﾝｸﾞ、交流、受託、解除までの流れ、
諸手続等）

③子どもの心（子どもの発達と委託後の適応）

④子どもの身体（乳幼児健診、予防接種、歯科、栄養）

⑤関係機関との連携（児童相談所、学校、医療機関）

⑥里親養育上の様々な課題

⑦児童の権利擁護と事故防止

⑧里親会活動

⑨先輩里親の体験談・グループ討議

⑩実習（児童福祉施設、里親）

(3) 更新研修

・登録または更新後
５年目の養育里親

・登録有効期間内に
受講し登録更新す
る

養育里親として児童の養育を継
続するために必要となる知識、
新しい情報等を得る。

１日程度

※未委託の里
親の場合は、
施設実習
（１日）が
必要

①社会情勢、改正法など（ex 子どもをとりまく最新情勢、児
童福祉法・児童虐待防止法改正等の制度改正）

②児童の発達と心理・行動上の理解など（ex子どもの心理や
行動についての理解）

③養育上の課題に対応する研修（ex受講者のニーズに考慮し
た養育上の課題や対応上の留意点）

④意見交換（ex受講者が共通に抱えている悩みや課題につい
ての意見交換）

②里親研修カリキュラム(例) ・・・実施機関は、都道府県（法人、NPO等に委託可）
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里親のリクルート及びアセスメント、登録前・登録後及び委託後における里親に対する研修、子どもと里親家庭のマッチング、里親養育への支援（未委託
期間中及び委託解除後のフォローを含む。）に至るまでの一貫した里親養育支援及び養子縁組に関する相談・支援を総合的に実施する事業に要する費

用を補助。

①里親制度等普及促進・リクルート事業

里親のリクルートに向けた現状分析や企画立案を行うとともに、それらを踏まえた積極的な広報啓発活動の実施により新たな里親を開拓する。

②里親研修・トレーニング等事業
里親に対する登録前研修や更新研修を実施するとともに、未委託里親や委託後の里親に対して、事例検討やロールプレイ、実習などのトレーニングを

実施することにより、養育技術の維持、向上を図る。また、フォスタリング業務を担当する職員の研修への参加を促進し、資質向上を図る。

③里親委託推進等事業

子ども、実親及び里親家庭のアセスメントを踏まえた情報を基に、委託先の候補となる里親家庭の選定、委託の打診と丁寧な説明、子どもと里親の面
会等を実施するとともに、委託後の子どもの自立に向けて、子どもや里親等の意向を踏まえた効果的な自立支援計画を作成する。

④里親訪問等支援事業
里親家庭等への定期的な訪問や夜間・休日の相談窓口の開設等により、相談に応じるとともに、子どもの状態の把握や里親等への援助を行う。また、

里親等が集い、養育についての話し合い等相互の交流を定期的に行い、情報交換や養育技術の向上を図る。

また、フォスタリング機関が24時間の相談体制及び緊急時に里親家庭へ駆けつけられる緊急対応体制の整備を行う。

⑤里親等委託児童自立支援事業

フォスタリング機関に進学・就職等の自立支援や退所後のアフターケアを担う自立支援担当職員を配置し、児童養護施設等と同様、里親・ファミリー

ホームにおいても委託解除前から自立に向けた支援を行う。

⑥共働き家庭里親委託促進事業
企業に働きかけ、里親委託と就業の両立が可能となるような仕組みづくりを官民連携の下、共有し、分析・検証し、その成果を全国的に普及拡大する。

⑦障害児里親等委託推進モデル事業

障害児やその養育者への支援に関して専門的なノウハウを有する児童発達支援センター・障害児入所施設等と連携し、障害児の養育を行う里親等

を訪問して必要な支援を行うなど、障害児養育に係る里親等の負担軽減に向けた支援体制の構築を図る。

⑧里親等委託推進提案型事業

「概ね５年以内に３歳未満児の里親等委託率７５％以上」の目標の達成に向けて意欲的に取り組む自治体が行う先駆的な取組を支援し、効果的な

取組事例の横展開を図る。

１．事業内容

里親養育包括支援（フォスタリング）事業

令和４年度予算：212億円の内数（児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業）
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＜里親訪問等支援事業（拡充）＞

○里親家庭養育協力支援の創設（加算分に追加）

・新規に登録した里親が里親委託を受ける場合に、経験豊富な里親を派遣して養育を支援する取組を創設 → １回当たり：4,860円

（経験豊富な里親の家庭に、新規に登録した里親が出向き、里親委託による養育を体験することも可能）

○養育児童預かり支援の創設（加算分に追加）

・里親家庭が一時的な休息（レスパイト）を取りやすくなるよう、フォスタリング機関が子どもの一時預かりを行うための支援を創設。

→ ①受入準備経費：8,000千円、②宿泊を伴う一時預かり：13,980円（日額）、③宿泊を伴わない一時預かり：5,500円（日額）

＜里親等委託児童自立支援事業（拡充）＞

・自立支援担当職員による訪問支援等の活動が充実するよう、補助単価の見直しを行う。

2,906千円（年額）→ 【要求】事務費 2,906千円、事業費 1,082千円 ※対象者10人以上かつ支援回数120回以上の場合

２．拡充内容（令和４年度予算案）

令和３年度予算より、令和６年度末までの「集中取組期間」で以下の要件のいずれも満たす場合に補助率の嵩上げを実施（1/2 ⇒ 2/3）

（1）「３歳未満児の里親等委託率」及び「新規登録里親数」のいずれもが対前年度比で増加見込みであること

（2） 里親委託・施設地域分散化等加速化プラン（仮称）を策定し、当該プランにおける計画値が以下の要件のいずれかに合致している

こと

ⅰ 令和６年度末時点の３歳未満児の里親等委託率75％以上を目指す自治体

ⅱ 令和６年度末時点の３歳未満児の里親等委託率が令和元年度末と比較して３倍以上の増加を目指す自治体

（3）加速化プランにおける里親のなり手を増やすための方策として、以下の項目について、事後的に取組状況を検証可能とする具体的

な取組内容を策定していること

ⅰ フォスタリング体制の構築

ⅱ 里親リクルート

ⅲ 研修・トレーニング

ⅳ マッチング

ⅴ 委託後の相談支援
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①統括責任者加算・・・・・・・・・・１か所当たり 5,865千円

②市町村連携加算・・・・・・・・・・１か所当たり 5,700千円

③里親制度等普及促進・里親リクルート事業

都道府県等が実施する場合・・・・・１自治体当たり 1,932千円

委託して実施する場合・・・・・・・１か所当たり 1,288千円

里親リクルーター配置加算・・・・・１か所当たり 5,736千円加算

新規里親登録件数

15件以上25件未満・・・・・ １か所当たり 1,306千円加算

25件以上35件未満・・・・・ １か所当たり 1,862千円加算

35件以上・・・・・・・・・ １か所当たり 2,417千円加算

④里親研修・トレーニング等事業

都道府県等が実施する場合・・・・１自治体当たり 7,759千円

委託して実施する場合・・・・・・１か所当たり 5,173千円

里親トレーナー配置加算（常 勤）１か所当たり 5,431千円加算

里親トレーナー配置加算（非常勤）１か所当たり 2,604千円加算

研修代替要員費・・・・・・・・・１人当たり 38千円

⑤里親委託推進等事業 ・・・・・・・１か所当たり 6,476千円

新規里親委託件数

15件以上30件未満・・・・・・・・１か所当たり 1,126千円加算

30件以上45件未満・・・・・・・・１か所当たり 2,882千円加算

45件以上・・・・・・・・・・・・１か所当たり 3,947千円加算

【実 施 主 体 】都道府県、指定都市、児童相談所設置市（設置予定市区を含む。）

【補 助 率】①～⑨の事業 国：1/2（又は2/3）、都道府県・指定都市・児相相談所設置市：1/2（又は1/3）

⑩の事業 定額（国：10/10相当）

⑥里親訪問等支援事業 ・・・・・・・１か所当たり 9,796千円

里親等委託児童数

20人以上40人未満・・・・・・・・１か所当たり 2,340千円加算

40人以上60人未満・・・・・・・・１か所当たり 4,308千円加算

60人以上80人未満・・・・・・・・１か所当たり 7,777千円加算

80人以上・・・・・・・・・・・・１か所当たり 10,496千円加算

心理訪問支援員配置加算（常 勤）・ １か所当たり 5,098千円加算

心理訪問支援員配置加算（非常勤）・ １か所当たり 1,552千円加算

里親家庭養育協力支援・・・・・・・ １日当たり 4,860円 ≪新規≫

養育児童預かり支援

受入準備経費・・・・・・・・・・・１か所当たり 8,000千円 ≪新規≫

一時預かり（宿泊を伴うもの）・・・１日当たり 13,980千円 ≪新規≫

一時預かり（宿泊を伴わないもの）・１日当たり 5,500千円 ≪新規≫

⑦里親等委託児童自立支援事業

アフターケア対象者10人以上かつ

支援回数120回以上の場合・・・・・ １か所当たり 3,988千円 ≪拡充≫

アフターケア対象者20人以上かつ

支援回数240回以上の場合・・・・・ １か所当たり 7,898千円 ≪拡充≫

⑧共働き家庭里親委託促進事業 ・・・１自治体当たり 3,749千円

⑨障害児里親等委託推進モデル事業・・１か所当たり 2,100千円 ≪拡充≫

⑩里親等委託推進提案型事業・・・・・１自治体当たり 10,000千円

３．補助基準額等
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都道府県
（児童相談所）

社会福祉法人
NPO 等

リクルートリクルート

マッチングマッチング

委託後支援・交流委託後支援・交流

・広報の企画立案、講演会や説明会の開催等による
制度の普及啓発

里親リクルーター≪常勤≫、リクルーター補助員≪非常勤≫

研修･トレーニング研修･トレーニング

・登録前研修、更新研修の実施
・委託後や未委託里親へのトレーニングの実施

里親トレーナー≪常勤又は非常勤≫

・子どもと里親とのマッチング
・自立支援計画の作成

里親等委託調整員≪常勤≫、委託調整補助員≪非常勤≫

・委託後の里親家庭への訪問支援、夜間・休日相談
・定期的な相互交流の場を設け、情報交換等を図る

里親等相談支援員≪常勤≫、相談支援員補助員≪非常勤≫、
心理訪問支援員≪常勤又は非常勤≫
自立支援担当支援員≪常勤又は非常勤≫

リクルート、研修、マッチング、支援等を通じた一貫した里親支援体制

統括責任者≪常勤≫

事業の全部又は
一部を委託可能

里 親 養 育 包 括 支 援 （ フ ォ ス タ リ ン グ ） 事 業 イ メ ー ジ
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里親等委託推進提案型事業

（里親養育包括支援（フォスタリング）事業）

○ 家庭で適切な養育を受けられない子ども等に対し、家庭における養育環境と同様の養育環境を確保するため、里親等への委託を推進
する必要があることから、里親委託等の推進に意欲的に取り組む自治体が行う先駆的な取組をモデル的に支援し、効果的な取組事例の
横展開を図る。

概要

事業内容

○ 里親委託の推進に当たっては、都道府県等・児童相談所のみならず、市町村、里親会、児童養護施設・乳児院などの入所施設、

フォスタリング機関はもとより、地域の商店やマスコミ等の多様な主体が連携した取組を行うことが必要。

○ このため、従前の補助事業にとらわれない先駆的な取組について提案型で募集し、モデル的に支援するとともに、効果的な取組
を全国の自治体等に横展開を図る。

【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市

【補助基準額】 １自治体当たり：10,000千円 【補助率】 定額（国：10／10相当）

【フォスタリングチェンジ・プログラムでの
ファシリテーターと里親との様子】 【里親サロンの様子】 【フォーラムの様子】

【ショッピングモールでの
制度説明会】

＜支援イメージ＞
※ 地域の実情に応じ、多様な民間主体、入所施設やフォスタリング機関等と連携した効果的な取組を支援。

子ども

児童相談所

里親

市町村

里親会施設

フォスタリング機関
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都道府県別フォスタリング事業の実施状況（令和２年度）

「里親養育包括支援事業」（フォスタリング事業）による国庫補助を受けて実施された事業の実施状況は以下のとおり。

（ 令和元年度（実績） ： 68自治体（70自治体中） 、222か所（延べ） → 令和２年度（実績） ： 73自治体（73自治体中）、275か所（＋53）（延べ） ）

公営 民間委託
①普及促進・
リクルート

事業

②里親研修・
トレーニング

事業

③里親委託推
進等事業

④里親訪問等
支援事業

⑤共働き家庭
里親委託促進

事業

中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

南児童相談所 ○ ○ ○ ○

川越児童相談所 ○ ○ ○ ○

所沢児童相談所 ○ ○ ○ ○

熊谷児童相談所 ○ ○ ○ ○

越谷児童相談所 ○ ○ ○ ○

草加児童相談所 ○ ○ ○ ○

特定非営利活動法人　キーアセット ○ ○ ○ ○

一般社団法人　埼玉県里親会 ○ ○

特定非営利活動法人　子ども家庭サポートセンターちば ○ ○ ○ ○

特定非営利活動法人　ちばこどもおうえんだん ○

千葉県里親会 ○

社会福祉法人　恩賜財団母子愛育会 ○

特定非営利活動法人　キーアセット 〇 〇 〇 〇

一般社団法人　東京公認心理師協会 〇 〇 〇 〇

社会福祉法人　二葉保育園二葉乳児院 〇 〇 〇 〇

社会福祉法人　二葉保育園二葉学園 〇 〇 〇 〇

養育家庭の会 〇 〇

特定非営利活動法人　バディチーム 〇

中央児童相談所 ○ ○ ○

平塚児童相談所 ○ ○ ○

鎌倉三浦地域児童相談所 ○ ○ ○

小田原児童相談所 ○ ○ ○

厚木児童相談所 ○ ○ ○

子ども自立生活支援センター ○ ○ ○

里親センター ○ ○ ○

家庭養育支援センター（５箇所） ○ ○ ○

新潟県 ○ ○

中央児童相談所 ○ ○

長岡児童相談所 ○ ○

上越児童相談所 ○ ○

社会福祉法人　恩賜財団母子愛育会 ○

社会福祉法人　新潟カリタス会 ○

日本赤十字社富山県支部 ○ ○ ○ ○

社会福祉法人　恩賜母子愛育会 ○

富山県里親会 ○

中央児童相談所 ○ ○ ○

七尾児童相談所 ○ ○ ○

民間 社会福祉法人　松寿園 ○ ○

総合福祉相談所 〇 〇 〇 〇

敦賀児童相談所 ○ ○ ○ ○

山梨県 1か所 1か所 － 公営 中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

中央児童相談所 〇 〇 〇

松本児童相談所 〇

民間 うえだみなみ乳児院 〇 〇

子ども家庭課 ○ ○

中央子ども相談センター ○ ○

西濃子ども相談センター ○

中濃子ども相談センター ○

東濃子ども相談センター ○

飛騨子ども相談センター ○

社会福祉法人　日本児童育成園 ○ ○ ○ ○

社会福祉法人　樹心会 ○ ○ ○

社会福祉法人　桜友会 〇 〇 〇

社会福祉法人　カトリック名古屋教区報恩会 〇 〇 〇

社会福祉法人　飛騨慈光会 〇 〇 〇

賀茂児童相談所 ○ ○ ○ ○

東部児童相談所 ○ ○ ○ ○

富士児童相談所 ○ ○ ○ ○

中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

西部児童相談所 ○ ○ ○ ○

恵明学園児童家庭支援センタースマイル ○ ○ ○

誠信会児童家庭支援センターパラソル ○ ○ ○

児童家庭支援センターはるかぜ ○ ○ ○

民間

千葉県 4か所 － 4か所 民間

埼玉県 9か所 7か所 2か所

公営

自治体名

か所数 実施機関詳細

実施機関名

民間

新潟県 6か所 4か所 2か所

公営

民間

東京都 6か所 － 6か所 民間

神奈川県 12か所 6か所 6か所

公営

富山県 3か所 － 3か所 民間

石川県 3か所 2か所 1か所
公営

福井県 2か所 2か所 － 公営

長野県 3か所 2か所 1か所
公営

静岡県 8か所 5か所 3か所

公営

民間

岐阜県 11か所 6か所 5か所

公営

民間

公営 民間委託
①普及促進・
リクルート

事業

②里親研修・
トレーニング

事業

③里親委託推
進等事業

④里親訪問等
支援事業

⑤共働き家庭
里親委託促進

事業

北海道（本庁） ○ ○ ○

北海道中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

北海道旭川児童相談所 ○ ○ ○ ○

北海道帯広児童相談所 ○ ○ ○ ○

北海道釧路児童相談所 ○ ○ ○ ○

北海道函館児童相談所 ○ ○ ○ ○

北海道北見児童相談所 ○ ○ ○ ○

北海道岩見沢児童相談所 ○ ○ ○ ○

北海道室蘭児童相談所 ○ ○ ○ ○

民間 一般社団法人　北海道里親会連合会 ○ ○

公営 中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

社会福祉法人　藤聖母園 ○ ○ ○ ○

社会福祉法人　ひまわり乳児院 ○ ○ ○ ○

社会福祉法人　弘前乳児院 ○ ○ ○ ○

青森県里親連合会 ○ ○ ○

岩手県（本庁） ○

岩手県福祉総合相談センター ○ ○ ○

岩手県一関児童相談所 ○ ○ ○

岩手県宮古児童相談所 ○ ○ ○

宮城県 ○ ○

中央児童相談所 ○

北部児童相談所 ○

東部児童相談所 ○

みやぎ里親支援センターけやき ○ ○ ○

恩賜財団母子愛育会 ○

宮城県なごみの会 ○

公営 各児童相談所（3箇所）及び主管課 ○

秋田赤十字乳児院 ○ ○ ○

陽清学園 ○ ○ ○

感恩講児童保育院 ○ ○ ○

聖園天使園 ○ ○ ○

県南愛児園 ○ ○ ○

公営 山形県 ○ ○

社会福祉法人　寒河江学園 ○ ○ ○

社会福祉法人　恩賜財団済生会支部山形県済生会 ○

中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

県中児童相談所 ○ ○ ○ ○

会津児童相談所 ○ ○ ○ ○

浜児童相談所 ○ ○ ○ ○

中央児童相談所 ○ ○

日立児童相談所 〇 〇

鉾田児童相談所 〇 〇

土浦児童相談所 ○ ○

筑西児童相談所 　 ○ ○

社会福祉法人　同仁会　児童家庭支援センターあいびー ○

社会福祉法人　同仁会　つくば香風寮 ○ 　

社会福祉法人　茨城県道心園 ○

社会福祉法人　誉田会 ○

中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

県南児童相談所 ○ ○ ○

県北児童相談所 ○ ○ ○

一般財団法人　栃木県里親連合会 ○ ○

社会福祉法人　恩賜財団母子愛育会 ○

中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

中央児童相談所北部支所 ○ ○ ○ ○

西部児童相談所 ○ ○ ○ ○

東部児童相談所 ○ ○ ○ ○

群馬県里親の会 ○

群馬県児童養護施設連絡協議会 ○

社会福祉法人　恩賜財団母子愛育会 ○

自治体名

か所数 実施機関詳細

実施機関名

北海道 10か所 9か所 1か所
公営

宮城県 7か所 4か所 3か所

公営

民間

青森県 5か所 1か所 4か所
民間

岩手県 4か所 4か所 － 公営

秋田県 9か所 4か所 5か所
民間

山形県 3か所 1か所 2か所
民間

福島県 4か所 4か所 － 公営

茨城県 9か所 5か所 4か所

公営

民間

栃木県 5か所 3か所 2か所

公営

民間

群馬県 7か所 4か所 3か所

公営

民間
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公営 民間委託
①普及促進・
リクルート

事業

②里親研修・
トレーニング

事業

③里親委託推
進等事業

④里親訪問等
支援事業

⑤共働き家庭
里親委託促進

事業

愛知県 ○ ○

中央児童・障害者相談センター ○ ○

西三河児童・障害者相談センター ○ ○

民間 社会福祉法人　中日新聞社会事業団 ○ ○

公営 児童相談センター（県内6児童相談所含む） ○ ○ ○ ○

社会福祉法人　アパティア福祉会 ○ ○ ○

社会福祉法人　名張厚生協会 〇 〇 〇

特定非営利活動法人　子どもＮＰＯサポートセンター ○ ○

社会福祉法人　恩賜財団母子愛育会及び児童養護施設・乳児院 ○

一般社団法人　三重県里親会 ○

滋賀県 1か所 － 1か所 民間 社会福祉法人　小鳩会 ○ ○ ○ ○

京都府 1か所 1か所 － 公営 家庭支援総合センター ○ ○ ○ ○

特定非営利活動法人　キーアセット ○ ○ ○ ○

公益社団法人　家庭養護促進協会 ○ ○ ○ ○

社会福祉法人　和泉乳児院 ○ ○ ○ ○

社会福祉法人　大阪水上隣保館 ○ ○ ○ ○

NPO法人　里親子支援機関えがお ○

中央こども家庭センター ○ ○ ○

西宮こども家庭センター ○ ○ ○

川西こども家庭センター ○ ○ ○

姫路こども家庭センター ○ ○ ○

豊岡こども家庭センター ○ ○ ○

民間 公益社団法人　家庭養護促進協会 ○ ○ ○

公営 こども家庭相談センター（児童相談所） ○ ○ ○

社会福祉法人　天理 ○ ○ ○

社会福祉法人　恩賜財団母子愛育会 ○

和歌山県 ○

和歌山県子ども・女性・障害者相談者センター ○

里親支援機関「なでしこ」 ○ ○ ○

里親支援機関ほっと ○ ○ ○

鳥取県 1か所 － 1か所 民間 社会福祉法人　鳥取こども学園 ○ ○ ○ ○

島根県青少年家庭課 ○

中央児童相談所 ○

出雲児童相談所 ○

浜田児童相談所 ○

益田児童相談所 ○

島根県里親会 ○ ○

島根県社会福祉士会 ○

恩腸財団母子愛育会 ○

中央児童相談所 〇 〇 〇 〇

倉敷児童相談所 〇 〇 〇 〇

津山児童相談所 〇 〇 〇 〇

西部こども家庭センター ○ ○ ○ ○

東部こども家庭センター ○ ○ ○ ○

北部こども家庭センター ○ ○ ○ ○

民間 株式会社みづま ○

山口県 1か所 － 1か所 民間 社会福祉法人　防府海北園 ○ ○ ○ ○

公営 徳島県 ○ ○

こども家庭支援センターひかり ○ ○ ○ ○

徳島赤十字乳児院 ○ ○ ○

公営 香川県子ども女性相談センター（児童相談所） ○ ○ ○ ○

社会福祉法人　弘善会（児童養護施設　讃岐学園） ○ ○ ○ ○

社会福祉法人　四恩の里（児童養護施設　亀山学園） ○ ○ ○ ○

社会福祉法人　恵愛福祉事業団
（児童養護施設　恵愛学園、児童家庭支援センターけいあい）

○ ○ ○ ○

社会福祉法人　イエス団（乳児院　神愛館） ○ ○ ○ ○

愛媛県 1か所 － 1か所 民間 愛媛県里親連合会 ○ ○

高知県 1か所 － 1か所 民間 社会福祉法人（乳児院） 〇 〇 〇

福岡児童相談所 ○ ○ ○ ○

久留米児童相談所 ○ ○ ○ ○

田川児童相談所 ○ ○ ○ ○

大牟田児童相談所 ○ ○ ○ ○

宗像児童相談所 ○ ○ ○ ○

京築児童相談所 ○ ○ ○ ○

特定非営利活動法人　キーアセット 〇 〇 〇 〇

社会福祉法人　慈愛会 〇 〇 〇 〇

子ども家庭支援センターあまぎやま ○

公営 佐賀県中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

民間 社会福祉法人　慈恵会 ○ ○ ○

長崎こども・女性・障害者支援センター ○ ○

佐世保こども・女性・障害者支援センター ○ ○

民間 社会福祉法人　光と緑の園 ○ ○

公営

三重県 12か所 7か所 5か所
民間

民間

島根県 8か所 5か所 3か所

公営

民間

奈良県 3か所 1か所 2か所
民間

和歌山県 4か所 2か所 2か所

公営

岡山県 3か所 3か所 － 公営

広島県 4か所 3か所 1か所
公営

公営

民間

徳島県 3か所 1か所 2か所
民間

香川県 5か所 1か所 4か所
民間

佐賀県 2か所 1か所 1か所

長崎県 3か所 2か所 1か所

福岡県 9か所 6か所 3か所

公営

公営
兵庫県 6か所 5か所 1か所

自治体名

か所数 実施機関詳細

実施機関名

大阪府 5か所 － 5か所 民間

愛知県 4か所 3か所 1か所

公営 民間委託
①普及促進・
リクルート

事業

②里親研修・
トレーニング

事業

③里親委託推
進等事業

④里親訪問等
支援事業

⑤共働き家庭
里親委託促進

事業

熊本県中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

熊本県八代児童相談所 ○ ○ ○ ○

社会福祉法人　慈愛園 ○ ○ ○ ○

特定非営利活動法人　優里の会 ○ ○ ○ ○

公営 中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

民間 大分県里親会 ○

特定非営利活動法人　みやざき子ども文化センター ○ ○ ○ ○

子ども家庭支援センターつぼみ ○

児童家庭支援センターゆうりん ○

公営 中央児童相談所 〇 〇

鹿児島県里親会 〇 〇 〇

児童養護施設　南さつま子どもの家 〇

沖縄県中央児童相談所 ○ ○

沖縄県コザ児童相談所 ○ ○

沖縄県里親会 ○ ○

社会福祉法人　袋中園吉水寮（乳児院） ○ ○

公営 札幌市児童相談所 ○ ○ ○ ○

社会福祉法人　常徳会 ○

社会福祉法人　北翔会 ○

札幌市里親会 ○ ○

社会福祉法人　扶桑苑 ○

社会福祉法人　麦の子会 ○

社会福祉法人　恩賜財団母子愛育会 ○

仙台市児童相談所 〇 〇 〇

子供未来局子供育成部子供家庭支援課 〇

さいたま市 1か所 1か所 － 公営 さいたま市南部児童相談所 〇 〇 〇 〇

公営 千葉市児童相談所 ○ ○ ○ ○

民間 特定非営利活動法人　キーアセット ○ ○ ○ ○

こども青少年局こども家庭課 ○ ○ ○ ○

中央児童相談所 ○

公営 こども家庭センター（中央児童相談所） ○

特定非営利活動法人　キーアセット ○ ○ ○

社会福祉法人　厚生館福祉会 ○ ○ ○

公営 相模原市児童相談所 〇 〇 〇 〇

民間 社会福祉法人　中心会 〇 〇 〇 〇

新潟市 1か所 1か所 － 公営 新潟市児童相談所 ○ ○

静岡市 1か所 － 1か所 民間 特定非営利活動法人　静岡市里親支援センター 〇 〇 〇 〇

浜松市 1か所 1か所 － 公営 浜松市児童相談所 ○ ○ ○ ○

名古屋市 1か所 1か所 － 公営 名古屋市児童相談所 〇 〇 〇

公営 京都市子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課 〇

社会福祉法人　積慶園 〇 〇

京都市里親会 〇 〇

公営 大阪市こども相談センター ○ ○ ○ ○

公益社団法人　家庭養護促進協会 ○ ○ ○ ○

大阪市里親会 ○ ○ ○ ○

堺市 1か所 1か所 － 公営 堺市児童相談所 〇 〇 〇 〇

神戸市こども家庭センター ○ ○ ○ ○

神戸市こども家庭局家庭支援課 ○

岡山市 1か所 1か所 － 公営 岡山市こども総合相談所 ○ ○ ○ ○

広島市 1か所 1か所 － 公営 広島市児童相談所 ○ ○ ○ ○

北九州市 1か所 1か所 － 公営 北九州市子ども総合センター（児童相談所） ○ ○

公営 福岡市こども総合相談センター（児童相談所） ○ ○ ○ ○

民間 特定非営利活動法人　キーアセット ○ ○ ○ ○

熊本市 1か所 1か所 － 公営 熊本市児童相談所 ○ ○

横須賀市 1か所 1か所 － 公営 横須賀市児童相談所 〇 〇

公営 金沢市児童相談所 ○ ○ ○

社会福祉法人　享誠塾 ○ ○

社会福祉法人　梅光会 ○ ○

公営 明石こどもセンター 〇

民間 公益社団法人　家庭養護促進協会神戸事務所 〇 〇

社会福祉法人　東京育成園 〇 〇

一般社団法人　東京公認心理師協会 〇 〇

社会福祉法人　二葉保育園二葉乳児院 〇 〇

養育家庭の会 〇

特定非営利活動法人　バディチーム 〇

江戸川区 1か所 ー 1か所 民間 社会福祉法人　二葉保育園二葉乳児院 〇 〇 〇 〇

荒川区 1か所 － 1か所 民間 社会福祉法人　二葉保育園二葉乳児院 〇 〇 〇 〇

（計） 275か所 146か所 129か所

民間

明石市 2か所 1か所 1か所

2か所

金沢市 3か所 1か所 2か所
民間

神戸市

相模原市 2か所 1か所 1か所

京都市 3か所 1か所

世田谷区 5か所 － 5か所

2か所 2か所 － 公営

福岡市 2か所 1か所 1か所

民間

大阪市 3か所 1か所 2か所
民間

公営

川崎市 3か所 1か所 2か所
民間

千葉市 2か所 1か所 1か所

横浜市 2か所 2か所 －

公営

沖縄県 4か所 2か所 2か所

公営

民間

民間

鹿児島県 3か所 1か所 2か所
民間

札幌市 7か所 1か所 6か所
民間

仙台市 2か所 2か所 －

大分県 2か所 1か所 1か所

宮崎県 3か所 － 3か所

熊本県 4か所 2か所 2か所

公営

民間

か所数 実施機関詳細

実施機関名
自治体名
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不妊治療関連施策とあわせて実施する里親制度や特別養子縁組制度の普及啓発等

＜検討課題＞

＜対応方針＞

※特別養子縁組とは、実親（生みの親）との法的な親子関係
を解消し、養親（育ての親）との新たな親子関係を結ぶ制度。

現 状

広く一般に対して里親・特別養子縁組制度
の普及啓発を実施。

令和３年度以降
不妊治療医療機関や不妊専門相談センター等
において、
①不妊治療を受けている方に対する制度のご
案内の推進
②スタッフが制度を正しく理解するための研
修やマニュアル整備の推進

不妊治療医療機関や不妊相談専門センター、
婦人相談所、児童相談所、民間団体等のネッ
トワークを構築

令和２年度中
里親・特別養子縁組制度に関する不妊治療を
受けている方への意識調査や、不妊治療医療
機関における不妊治療を受けている方への制
度のご案内の仕方に関するパイロット研究を
実施。

子どもを持ちたいという願いを叶える選択
肢の一つとして、不妊治療を受けている方
に対して、里親・特別養子縁組制度をご案
内する取組は不妊治療医療機関等において
殆ど無い。

（厚生労働省の普及啓発ポスター）

子どもを持ちたいと願う家庭の選択肢として、早い段階から里親制度や特別養子縁組制度に興味・関心

を持っていただけるよう、不妊治療への支援拡充と併せて、不妊治療医療機関などにおける、里親・
特別養子縁組制度の普及啓発等を強化。

今後の取組の方向性
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令和３年度の里親制度の広報啓発

１．LINEやインターネット、テレビ、新聞等を活用した
広報の実施

①里親制度に関する特設サイトの開設
里親制度の基本情報や里親制度啓発動画、インタ

ビュー記事（里親、里親支援に従事される方等）等
の掲載

②LINE等を活用した広報の実施
LINEのトーク画面上部やLINE NEWS等に広告を

掲載し、特設サイトへ誘導

③Google広告、Yahoo!ニュース等を活用した広報
Google広告やYahoo!ニュースを通じて特設サイト

へ誘導

２．全国向け地上波テレビCMの放映

10月の里親月間に合わせて、全国向け地上波テレビ
でCMを放映（全国17本、関東ローカル１本）

３．新聞広告の実施

10月１日の朝日新聞朝刊に全面広告を掲載

４．都道府県と連携した広報

各地域における様々な取組と連携した広報啓発活動
の実施

５．シンポジウムの単独開催

10月2３日（土）に里親や有識者等が登壇するシン
ポジウムを開催

６．政府広報インターネット動画等による広報の実施

10月の里親月間に合わせて、政府広報インターネッ
ト動画や新聞突きだし広告、Yahoo!バナー広告を通じ
て里親制度を紹介

７．ポスター、リーフレットの配布・掲示

ポスター、リーフレットを作成
（配布先：自治体、公共交通機関等）

里親制度等の普及促進を図るため、毎年10月に実施する里親月間を中心として、様々な広告媒体を活用した広報
啓発活動を実施。

事 業 内 容

令和３年度の広報啓発内容

新

新

【令和３年度予算】 ２．１億円（里親制度等広報啓発事業）

＜本補助事業の実施事業者＞ 株式会社朝日新聞社
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１－① 里親制度に関する特設サイトの開設

里親制度を効果的に周知するため、以下のコンテンツを掲載した特設サイトを開設。

１. 里親制度の基本情報（制度解説、Ｑ＆Ａ）

２. 里親制度啓発動画

３. インタビュー記事（現役里親､有識者､社会的養護経験者､フォスタリング機関の代表）

４. デジタルポスター・リーフレット

広報内容

＜特設サイト＞ ＵＲＬ： https://globe.asahi.com/globe/extra/satooyanowa/index.html
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１－② LINEを活用した広報の実施

月間約8,600万人が利用するLINEのアプリ及び関連アプリの複数の広告面を活用し、
年齢や性別等でターゲットを絞って広告を運用・配信し、特設サイトへの誘導を行う。

広報内容

ダイジェストスポット
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１－③ Google広告、Yahoo!ニュース等を活用した広報

Google広告や朝日新聞デジタルなどのインターネットに広告を掲載し、特設サイトへ
の誘導を行う。Google広告はターゲットを絞って広告を運用・配信する。

広報内容

広告
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２．全国向け地上波テレビＣＭの放映

日常的に接触頻度が多く、社会的影響力のある地上波テレビを活用し、より広く国民

に里親制度の情報を発信することで社会的認知の底上げを図る。

地上波（全国放送）にてタレントSHELLYさん出演のCM（３０秒）を放映。

広報内容

エリア：全国放送・関東ローカル
放送時期：
2021年10月16日～11月初旬予定
秒数：30秒
回数：18本
・全国放送17本（プライム帯含む）
・関東ローカル１本

＜広告放映番組＞
・相棒 ・帰れマンデー見っけ隊

・林修の今でしょ！講座

・あざとくて何が悪いの 他

＜イメージ＞
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３．新聞広告の実施

10月１日に 全国紙（発行部数約550万部）朝刊に全面広告を掲載。里親制度の概要

及び特設サイトのURL・QRコードも盛り込み、さらなる制度の理解へと繋げる。

＜掲載内容＞

・里親の種類

・里親になるまでの流れ

・特設サイトへの案内

・シンポジウムについて

広報内容

媒体：新聞全国紙 朝刊

サイズ：全１５段 多色

掲載時期：２０２１年１０月１日付

部数：約５５７万部

閲読人数：約１２２７万人（回読2.3人／部）
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４．都道府県と連携した広報

里親制度の各地での周知を図るために、都道府県、指定都市、児童相談所設置市と連携

して、実際に里親をリクルートする立場の自治体の広報を支援する。

広報内容

【実施自治体】

秋田県 岩手県 山形県 埼玉県 東京都 福井県 三重県 兵庫県 和歌山県

岡山県 香川県 神奈川県横須賀市 京都府京都市

＜内容（例）＞

• 地元スポーツチームとのタイアップ

• ラジオ局でのラジオドラマ制作・放送

• オリジナル漫画制作

• シンポジウムの開催

○ 地元サッカーチームとタイアップした啓発動画をJリーグのハーフタイムで上映している様子

• バス・電車内広告 等
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10月の「里親月間」を盛り上げ、里親制度の関心層に直接的アプローチを行う場として、
オンライン参加のシンポジウムを開催。

10月の「里親月間」を盛り上げ、里親制度の関心層に直接的アプローチを行う場として、
オンライン参加のシンポジウムを開催。

５．シンポジウム開催

広報内容

・山本昌子さん（THE THREE FLAGS -希望の狼煙-）
・中島善郎さん（養育里親）
・早川麻耶さん、加藤靖教さん（養育里親）
・林 浩康さん（日本女子大学教授）

・SHELLYさん（タレント）
・林 浩康さん（日本女子大学教授）○「知ろう、里親制度」座談会

○パネルディスカッション １
「当事者が語る里親の第一歩 ～多様な里親の形～」

○パネルディスカッション ２
「広げよう支えよう里親の輪」

・杉山真由美さん（ファミリーホーム運営者）
・山本真知子さん（大妻女子大学准教授）
・川本由美子さん（神奈川県厚木児相里親担当児童福祉司）
・林 浩康さん （日本女子大学教授）

103



６．政府広報インターネット動画等による広報の実施

①政府インターネットテレビ

URL：https://nettv.gov-online.go.jp/

放送内容：現役里親さんのインタビュー

３分程度の動画

②新聞突きだし広告

掲載日10月4日～

掲載紙:読売新聞、朝日新聞、毎日新聞など

③ Yahoo!バナー広告

Yahoo!Japan のトップページに掲載

広報内容
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７．ポスター・リーフレットの配布・掲示

・首都圏の公共交通機関（一部）にポスターを掲示
・都道府県を通じて、全国の公共施設等にポスター・リーフレットを掲示、配布

広報内容

＜ポスター＞ ＜リーフレット＞

＜表面・裏面（制度概要）＞

・里親の種類

・里親になるまでの流れ

・里親への支援

＜中面（インタビュー記事）＞

・現役の里親をされている方

・児童養護施設で養育された方

・ファミリーホーム運営者

・有識者の方
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５．乳児院・児童養護施設の高機能化及び
多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化の推進
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小規模化の意義・・「家庭的養護と個別化」を行い、「あたりまえの生活」を保障

一般家庭に近い生活体験を持ちやすい。

子どもの生活に目が届きやすく、個別の状況にあわせた対応をとりやすい。

生活の中で子どもたちに家事や身の回りの暮らし方を普通に教えやすい。

調理を通じ、食を通じたかかわりが豊かに持てる。

近所とのコミュニケーションのとりかたを自然に学べる。

集団生活によるストレスが少なく、子どもの生活が落ち着きやすい。

日課や規則など管理的になりやすい大舎制と異なり、柔軟にできる。

安心感のある場所で、大切にされる体験を提供し、自己肯定感を育める。

家庭や我が家のイメージを持ち、将来家庭を持ったときのイメージができる。

少人数のため行動しやすい。

地域の中にグループホームを分散配置することにより、地域での社会的養護の理解が深まる。

（１）児童養護施設の小規模化の意義と課題
（平成２４年１１月「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」より抜粋）
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108

定員総数＊

敷地内 敷地外

大･中･小舎
小規模グループケア 地域小規模

児童養護施設本体施設内 別棟 分園型

児 童 養 護
施 設

28,213人
［100％］

13,102人
［46.4％］

8,609人
［30.5％］

2,301人
［8.2％］

1,243人
［4.4％］

2,958人
［10.5％］

乳 児 院
3,625人
［100％］

2,050人
［56.6％］

1,289人
［35.6％］

202人
［5.6％］

84人
［2.3％］

－

（２）小規模かつ地域分散化の状況（形態ごとの定員数）

＊暫定定員を組んでいる場合は暫定定員

入所児童
総数

敷地内 敷地外

大･中･小舎
小規模グループケア 地域小規模

児童養護施設本体施設内 別棟 分園型

児 童 養 護
施 設

24,234人
［100％］

10,575人
［43.6％］

7,726人
［31.9％］

2,057人
［8.5％］

1,147人
［4.7％］

2,729人
［11.3％］

乳 児 院
2,736人
［100％］

1,392人
［50.9％］

1,092人
［39.9％］

184人
［6.7％］

68人
［2.5％］

－

（参考）形態ごとの入所児童数

※令和２年１０月１日現在（家庭福祉課調べ） （施設数：児童養護施設６０４か所、乳児院１４４か所）



平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
施設数 実施数 施設数 実施数 施設数 実施数 施設数 実施数 施設数 実施数 施設数 実施数

合計 230 329 244 354 264 391 278 423 293 456 309 494
１か所実施 148 148 152 152 158 158 158 158 168 168 169 169
２か所実施 71 142 80 160 92 184 105 210 101 202 109 218

３か所以上実施 11 39 12 42 14 49 15 55 24 86 31 107

①地域小規模児童養護施設の推移

②小規模グループケア実施状況の推移（児童養護施設）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
施設数 実施数 施設数 実施数 施設数 実施数 施設数 実施数 施設数 実施数 施設数 実施数

合計 432 1,042 446 1,141 456 1,352 468 1461 479 1583 481 1706
１か所実施 135 135 123 123 110 110 106 106 100 100 88 88
２か所実施 171 342 176 352 156 312 143 286 124 248 109 218
３か所実施 34 102 36 108 35 105 38 114 39 117 43 129
４か所実施 31 124 39 156 45 180 55 220 68 272 73 292
５か所実施 27 135 30 150 46 230 50 250 66 330 72 360

６か所以上実施 34 204 42 252 64 415 76 485 82 516 96 619

（３）地域小規模児童養護施設、小規模グループケアの実施か所数の推移

（資料）家庭福祉課調べ（各年10月1日現在）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
施設数 実施数 施設数 実施数 施設数 実施数 施設数 実施数 施設数 実施数 施設数 実施数

合計 73 148 76 166 85 210 86 202 99 265 103 285
１か所実施 27 27 23 23 22 22 19 19 21 21 22 22
２か所実施 32 64 34 68 33 66 38 76 35 70 37 74
３か所実施 7 21 9 27 15 45 16 48 21 63 19 57
４か所実施 1 4 4 16 4 16 7 28 7 28 9 36
５か所実施 4 20 4 20 5 25 5 25 7 35 5 25

６か所以上実施 2 12 2 12 6 36 7 42 8 48 11 71

③小規模グループケア実施状況の推移（乳児院）
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（参考）児童養護施設の形態例

大 舎 制 の 例 小規模グループケアの例

児童居室
（個室）

児童居室
（個室）

児童居室
（２人部
屋）

児童居室
（個室）

風 呂

リ ビ ン グ

兼 食 堂

キッチン

職員
宿直室

児童居室
（４人部屋）

相談室

男子トイレ

児童居室
（４人部屋）

児童居室
（４人部屋）

児童居室
（４人部屋）

洗面所

脱衣場

ホール
兼食堂

・児童数６名

・原則個室、低年齢児は２人部屋など

・炊事は個々のユニットのキッチンで職員が行い、
児童も参加できる。

・児童数２０名以上

・原則相部屋、高年齢児は個室の場合もある。

・厨房で一括調理して、大食堂へ集合して食べる。

浴 室

児童居室
（個室）

洗濯機児童居室
（４人部屋）

児童居室
（４人部屋）

児童居室（個室）

児童居室（個室）

洗濯場

女子トイレ
トイレ

洗面所

児童居室（個室）

宿直室 児童居室（個室）
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「小規模グループケア」：６名（令和６年度末までは８名とな

る場合がある）



○ 職員が１人で多様な役割をこなすため、職員の
力量が問われる。新人の育成が難しい。

○ ホーム内のできごとが周囲に伝わりにくく、閉
鎖的あるいは独善的なかかわりになる危険性があ
る。

○ 人間関係が濃密となり、子どもと深くかかわれ
る分、やりがいもあるが、職員の心労も多い。

○ 小規模化の当初は、集団内で押さえられていた
子どもの感情が表に出やすくなり、衝突も増える。

○ 大きな課題を持つ子どもがある場合、少人数の
職員で対応しづらく、子ども集団への影響が多い。

○ 家庭的養護のため、職員に調理や家事の力が求
められる。

○ 従来の配置方法では、宿直回数が多くなりがち
で、勤務時間が長くなりがち。

（４）小規模化を推進する上での課題と取り組み

小規模化を進める上での課題

○ 職員が課題を１人で抱え込まない組織運営を行う。職
員が対応に困ったときに、定期的に相談できる場、すぐ
に相談できる人を決め、職員の不安を防ぐ。コミュニ
ケーション不足による孤立、不安を防ぐ。

○ 小規模グループケアやグループホームごとに、担当職
員の勤務時間を調整して全員が集まれる時間を作り、週
１回以上のホーム担当職員会議を行う。

○ １施設全体の職員会議を、月に１～２回行い、グルー
プホームを含め、できる限り多くの職員が参加できるよ
うにする。

○ スーパービジョンのシステムを確立し、職員の交流と
研修を十分行う。職員同士が議論して取組を作り上げて
いくことを支援し、職員のモチベーションを高めるスー
パーバイズを行う。

○ 施設長や基幹的職員も、時々グループホームに泊まっ
たり、食事を一緒にとる機会を設ける。心理職、栄養士
などもホームに積極的に入るなど、施設全体でホームを
サポートする体制をつくる。

○ 非常勤職員の配置を利用して、宿直支援や家事支援を
行う。

○ 施設全体でフリーの応援職員を確保し、職員の病気、
休暇、研修等や、緊急時の対応や、新人のサポートがで
きる体制を整備する。

小規模化を推進する取り組み例

※ 施設の小規模化の事例を、
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/dl/working5.pdf に掲載。
（平成２５年３月「施設の小規模化等事例集」） 111



（考察の要点）

○ 児童養護施設、乳児院の小規模化の効果
・個別の職員との関わりが増え、関係性が構築されることで、子どもの愛着形成や感情表出などが促されること
・子どもの自由な時間、静かな時間や、プライバシーが守られるなど、個別の生活環境が確保されること
・料理や買い物などを含め、日常生活の全般において経験・体験を積む機会が増加すること
○ 現場の声（課題）
・小規模化により子ども同士、また子どもと職員の距離が密接になることで、課題の大きい子どもがユニットに入った
際の影響が大きくなることがある

・子どもの行動に巻き込まれて適切な支援が行えなくなることがある
・小規模化の実施における人材育成・人材確保
・特に、乳児院で小規模化を進めるためには、健康面でのケアを特に求められること等の乳児院の特性から生じる課題
に、職員配置や施設設備面で課題がある

○ 更なる小規模化の推進に向けて
・職員の孤立や職員による課題の抱え込みを防ぐシステムが重要（職員がお互いをフォローできる体制の構築、管理者
や経験年数の長い職員によるスーパービジョンの実施等）

・地域の特性等に応じた方法での人材確保・人材育成に関する取り組みが重要

平成29年3月

児童養護施設等の小規模化における現状・取組の調査・検討報告書

全国の児童養護施設、乳児院に対してアンケート調査、小規模化に積極的に取り組む施設や
自治体に対するヒアリング調査を実施。
小規模化の取組状況についての実態を把握し、小規模化に取り組んだ結果としての子どもの
生活の変化、効果や課題を整理し、更なる小規模化の推進に向けて課題を分析、検討

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000174956.pdf に掲載。 112



令和３年度予算における児童養護施設等の小規模かつ地域分散化の推進に向けた支援の拡充内容

加速化プランに基づく小規模かつ地域分散化された児童養護施設等の整備を強力に推進するため、以下により自治体・施設の取組を支援する。

①施設整備費及び改修費の補助率の嵩上げ（次世代育成支援対策施設整備交付金、児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業）
令和６年度末までの「集中取組期間」において、以下の要件のいずれも満たす施設の整備計画に対して補助率を嵩上げ（１／２ ⇒ ２／３）

（要件）
ⅰ 概ね10年程度で小規模かつ地域分散化を図るための整備方針（計画）を策定していること
ⅱ 地域分散化された施設の定員を増加させる整備計画であること
ⅲ 概ね10年程度でケアニーズが非常に高い子どもの養育のため集合する生活単位を除き、全て小規模かつ地域分散化させる整備計画を策定すること

②定期借地権設定のための一時金加算の創設（次世代育成支援対策施設整備交付金）
定期借地権契約により土地を確保し、自己所有物件を整備する場合に必要となる権利金や前払地代などの一時金の一部を補助

（補助額の算定方法）
路線価に基づき相続税における評価額の算出方法により算出された額（※）の２分の１×補助率
（※）路線価が定められていない地域においては固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額

③改修費等の補助回数の制限の撤廃（児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業）
空き屋等を改修して小規模かつ地域分散化された児童養護施設等を設置する場合、１施設１回限りとしている改修費等の制限を撤廃

①施設整備費・改修費等の補助率の嵩上げ等

里親委託・施設地域分散化等加速化プランを策定し、児童養護施設等の小規模かつ地域分散化等を推進する自治体の取組を強力に支援するため、
施設整備費等の補助率の嵩上げ等を行う。また、都市部等における物件の確保等の課題に対応するため、児童養護施設等民有地マッチング事業を創
設し、都道府県等による整備候補地の確保に向けた取組を支援するとともに、地域小規模児童養護施設等の定員要件の緩和等を行う。

都道府県等における整備候補地の確保等に向けた取組を支援することにより、小規模
かつ地域分散化された児童養護施設等の整備を促進する。

①土地等所有者と法人等のマッチング支援
土地等所有者と法人のマッチングを行うため、地権者から整備候補地の公募・選考

等を行うとともに、当該候補地での施設整備を希望する法人の公募・選考等を行う。

②整備候補地等の確保支援
地域の不動産事業者等を含めた協議会の設置や担当職員の配置等、整備候補地の積

極的な掘り起こしを行う。

③地域連携コーディネーターの配置支援
施設の設置等に向けた地域住民との調整など、施設の設置を推進するためのコー

ディネーターを配置する。

【実 施 主 体 】都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所設
置市町村

【補助基準額】①１自治体当たり：5,900千円
②１自治体当たり：4,500千円
③１自治体当たり：4,400千円

【補 助 率】１／２

②児童養護施設等民有地マッチング事業の創設

小規模かつ地域分散化に向けた課題等に対応するため、児童
入所施設措置費を改善し、地域小規模児童養護施設等の定員要件
の緩和や、地域小規模児童養護施設等へのバックアップ機能を強
化する。

①地域小規模児童養護施設及び分園型小規模グループケアの定
員要件の緩和
都市部等における小規模かつ地域分散化に向けた取組を促

進するため、地域小規模児童養護施設及び分園型小規模グ
ループケアの定員の下限を４人（現行６人）まで引き下げ
※職員配置基準は現行と同様（最大１：１）

②地域小規模児童養護施設等へのバックアップ機能の強化
小規模かつ地域分散化に向けた取組を促進するため、基幹

職員を地域小規模児童養護施設等のバックアップ活動に専任
させることができるよう、代替職員に係る人件費等の加算を
創設。

③定員要件の緩和等
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乳児院や児童養護施設等の高機能化及び多機能化・機能転換等を図るため、育児指導機能の強化や医療機関との連携強化、特定妊婦等へ
の支援体制の強化等に係る事業の実施に要する費用を補助。

①育児指導機能強化事業
乳児院等における保護者等への支援のため、施設に育児指導を行う者を配置し、子どもの発達段階に応じた子育て方法を一緒に行いな

がら伝えること等により、親子関係の強化や親子関係再構築のための育児指導機能の充実を図る。

②医療機関等連携強化事業
乳児院等における医療機関との連携強化を図るため、医療機関との連絡調整等を担う職員を配置することにより、医療的ケアが必要な

児童等の円滑な受入を促進する。

③産前・産後母子支援事業
妊娠期から、出産後の養育への支援が必要な妊婦等への支援体制を強化するため、乳児院や母子生活支援施設、産科医療機関等にコー

ディネーターや看護師を配置し、妊娠期から出産後までの継続した支援を提供する。
・ コーディネーターによる相談支援、支援計画の策定、関係機関との連絡調整等
・ 看護師による専門性を活かした自立に向けた支援等
・ 特定妊婦等を受け入れた場合の生活費や居場所づくりに係る賃借料の支援

①・② 都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所設置町村
③ 都道府県、指定都市、児童相談所設置市

国：1/2、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市：1/2
国：1/2、都道府県：1/4、市・福祉事務所設置町村：1/4（市及び福祉事務所設置町村が実施する場合）

乳 児 院 等 多 機 能 化 推 進 事 業

１．事業内容

２．実施主体

３．補助率

①育児指導機能強化事業 4,987千円

②医療機関等連携強化事業
ⅰ 連絡調整を担う職員 1,927千円
ⅱ 連絡調整を担う職員が看護職員であって、直接支援も実施する場合
ア 医療的ケアが必要な児童が１人から５人以下の場合 2,129千円
イ 医療的ケアが必要な児童が６人以上９人以下の場合 5,084千円
ウ 医療的ケアが必要な児童が10人以上の場合 6,349千円

③産前・産後母子支援事業

ⅰ 支援コーディネーターの配置等 １か所当たり 7,234千円
ⅱ 看護師の配置等 １か所当たり 5,090千円

補助職員を配置する場合 １か所当たり 1,125千円加算
ⅲ 改修費・備品費等 １か所当たり 8,000千円
ⅳ 賃借料 １か所当たり 10,000千円
ⅴ 一般生活費 １人当たり日額 1,706円

４．補助基準額
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特定妊婦等へ支援体制を強化するため、母子生活支援施設や婦人保護施設、産科医療機関等にコーディネーターや看護師を配
置し、妊娠期から出産後までの継続した支援を実施。

・ コーディネーターによる相談支援、支援計画の策定、関係機関との連絡調整等

・ 看護師による専門性を活かした自立に向けた支援等

産前・産後母子支援事業の実施イメージ

事業目的

事業イメージ（医療機関で実施する場合）

＜実施主体（産前・産後母子支援事業）＞

特定妊婦等

＜在宅支援＞ ＜児童福祉施設等への入所＞

・親による養育が困難な場合、里親委託やファミリー
ホーム等へ入所

・母子生活支援施設への入所

・引き続き、産前・産後母子支援事業による相談支援や、
ショートステイ事業、養育支援訪問事業などにより、
母親による養育を支援

＜連携機関＞

・児童相談所

・市役所

・乳児院

・母子生活支援施設

・法テラス
※法的事案の相談

支援

・保育園
※保育及び乳幼児

の養育相談
等

（出産後、母親による養育が可能な場合）

○ コーディネーターを配置し、相談窓口の設置
・ 電話、メール、通所等による相談支援の実施
・ 支援計画の作成
・ 必要な支援の検討、支援を受けられるよう調整 等

（妊娠期）

○ 看護師による専門的な支援
・ 一時保護委託を受けることで緊急的な住まいを提供
・ 日常生活上の援助 等

・ 満床等の理由により、
医療機関等で受入れがで
きない場合に、近隣の空
き住宅等を確保するため
の賃借料を補助

・ 特定妊婦については、
就労も困難であり、経済
的支援を必要とする場合
が多いため、受入れ日数
に応じて一般生活費を補
助

（出産後、母親による養育が困難な場合）

母子生活支援施設、婦人保護施設、産科医療機関）
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産前・産後母子支援事業の実施状況（令和３年度）

「産前・産後母子支援事業」による国庫補助を受けて実施された事業の実施状況は以下のとおり。

（ 令和２年度（実績） ： 12自治体（73自治体中） → 令和３年度（交付決定） ： 14自治体（74自治体中） ）
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※ 上記の実施状況は、国庫補助（令和３年度交付決定ベース）の執行状況をまとめたものとなっている。このため、国庫補助を受けずに、同様の支援を

実施している場合があることに留意が必要。

種別 名称

埼 玉 県 産科医療機関
医療法人きずな会
さめじまボンディングクリニック

○

千 葉 県 乳児院 社会福祉法人共育の広場　コミュニティ長柄 ○ ○ ○

長 野 県 乳児院 うえだみなみ乳児院 ○ ○

乳児院 乳幼児ホームまりあ ○ ○

乳児院 麦の穂乳幼児ホームかがやき ○

大 阪 府 乳児院 大阪乳児院 ○ ○ ○

兵 庫 県 乳児院 姫路乳児院ピューパホール ○ ○

広 島 県 婦人保護施設 社会福祉法人広島慈愛会 ○

山 口 県 産科医療機関 医療法人諍友会　田中病院 ○

福 岡 県 母子生活支援施設 くぬぎの里 ○ ○ ○

熊 本 県 産科医療機関 福田病院 ○

大 分 県 母子生活支援施設 永生会母子ホーム ○

大 阪 市 母子生活支援施設 社会福祉法人大念仏寺社会事業団 ○ ○ ○

福 岡 市 母子生活支援施設 こももティエ ○ ○ ○

熊 本 市 乳児院 社会福祉法人熊本市社会福祉協会 ○ ○ ○

合 計 14 10 6※14自治体、15か所で実施

岐 阜 県

（３）特定妊婦等の受
け入れ等による生活支
援

（２）看護師の配置等
による支援

自治体名

実施施設

（１）支援コーディ
ネーターの配置



里親委託費・児童入所施設措置費等国庫負担金

（令和２年度予算額） （令和３年度予算） 対前年度増減額

１３５，４８０百万円 → １３５，５６４百万円 （＋８４百万円）

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度予算案

予算額
１２２，７１６

【１２３，４６６】
１２６，６４７ １３１，６５７ １３５，４８０ １３５，５６４

（単位：百万円）

※ 【 】内は補正後予算額等

○ 里親委託費・児童入所施設措置費等は、都道府県等が児童福祉法に基づき里親への委託や児童養護施設等への入所等の措置を行った場合、又

は母子生活支援施設、助産施設及び児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）の利用を希望する者の申し込みにより都道府県等と契約して入

所した場合等に、その措置等に要する費用及び母子保護の実施、助産の実施若しくは児童自立生活援助の実施等に要する費用として、都道府

県等が支弁した経費の一部を国が負担するものである。

法律補助（児童福祉法第53条） 国１／２、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市１／２

国１／２、都道府県１／４、市及び福祉事務所設置町村１／４※

※ 市及び福祉事務所設置町村が市町村立・私立の母子生活支援施設及び助産施設に入所させる場

合。市（指定都市、中核市含む）町村において保育の措置を実施する場合は市町村。

１．予算額の推移

２．事業の目的

３．補助根拠 ４．補助率
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（１）里親養育への支援の拡充など施設における地域支援機能の強化

５．拡充内容

項目 内容

里親養育への支援の拡充
里親委託の推進に向けて意欲的に取り組む自治体において、施設と連携した里親養育への支援体制を強
化するため、里親養育への支援に積極的に取り組む乳児院・児童養護施設に対して、里親支援専門相談
員を追加で配置する。

施設の専門性・ノウハウを活用
した里親等への巡回支援の実施

施設の専門性・ノウハウを活用し、里親やファミリーホーム、自立援助ホーム等への巡回支援を行う児
童養護施設等に対して、心理療法担当職員を追加で配置する。

ファミリーホームの養育負担の
軽減

ファミリーホームの養育負担を軽減するため、児童養護施設等における一時的な休息のための援助（レ
スパイト・ケア）の対象にファミリーホームを追加する。

地域における要支援家庭等への
支援の強化

市町村等と連携し、地域における要支援家庭等を一時的に入所又は通所させて支援を行う親子支援事業
（施設機能強化推進費加算）を創設する。

乳児院等の地域支援の取組を推進するため、家庭支援専門相談員が地域の要支援家庭等への訪問支援等
を行うことを要件として、現行の加算要件（定員30名以上の施設のみ配置可能）を緩和する。

（２）小規模かつ地域分散化の更なる推進

項目 内容

地域小規模児童養護施設及び分
園型小規模グループケアの定員
要件の緩和

都市部等における小規模かつ地域分散化に向けた取組を促進するため、地域小規模児童養護施設及び分
園型小規模グループケアの定員の下限を４人（現行６人）まで引き下げる。
※職員配置基準は現行と同様（最大１：１）

地域小規模児童養護施設等への
バックアップ機能の強化

小規模かつ地域分散化に向けた取組を促進するため、基幹職員を地域小規模児童養護施設等のバック
アップ活動に専任させることができるよう、代替職員に係る人件費等の加算を創設する。
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（４）一時保護の受け入れ体制の強化

項目 内容

一時保護専用施設の対象拡大
一時保護専用施設加算の対象施設（※）を拡大し、障害児入所施設等を含めることにより、一時保護の
受け皿確保を進める。
※現行、加算対象を児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設・児童自立支援施設に限定

乳児院における一時保護委託の
強化

病虚弱等の乳幼児を一時保護委託する際の養育体制を充実するため、病虚弱等児童加算の対象に一時保
護児童を加える。

保護者が新型コロナウイルスへ
の感染により入院した場合の対
応の強化

保護者が新型コロナウイルス感染症に罹患して入院した場合等において、児童を医療機関で一時保護す
る際に、医療機関に対して一時保護委託手当を支給する。

（５）その他

項目 内容

医療機関との連携体制の強化 施設における医療機関との連携体制を強化するため、嘱託医手当を拡充する。

予防接種費用の対象拡大
施設における感染症予防対策を強化するため、予防接種費用の助成対象を拡大する。

※ＲＳウイルス感染症、流行性耳下腺炎を追加

（３）自立に向けた支援の強化

項目 内容

入所児童等の円滑な自立に向け
た取組の強化

入所児童等の円滑な自立に向けた取組を強化するため、分園型自立訓練事業の対象施設を児童養護施設
以外にも拡大するとともに、一人暮らし体験が可能となるよう貸物件等の賃借料も補助対象とする。

母子生活支援施設における自立
支援体制の強化

母子生活支援施設に、退所後のアフターケアや地域の母子家庭等への支援を担う職員を配置し、母子家
庭の自立に向けた支援の充実を図る。

自立援助ホームの体制強化
自立援助ホームの体制を強化し、自立に向けた取組を促進するため、管理宿直職員を配置し、指導員等
の負担を軽減する。
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① 児 童 養 護 施 設

人 員 配 置

人員配置改善の推移

児童養護施設等の配置基準及び配置改善について

○ 施設の人員配置については、被虐待児の増加などを踏まえ、これまで、加算職員の配置の充実に努めており、平成２４年度には

基本的人員配置の引上げ等を行い、２７年度予算においては、児童養護施設等の職員配置の改善（５．５：１→４：１等）に必要な

経費を計上したところ。

＋

・施設長 1人
・家庭支援専門相談員 1人
・個別対応職員 1人
・小規模施設加算 1人（定員45人以下）
・栄養士 1人（定員41人以上）
・調理員等 4人（定員90人以上30人ごとに1人を

加算）
・事務員 1人
・管理宿直専門員（非常勤、1人）
・医師1人（嘱託）

・里親支援専門相談員加算 １人

・心理療法担当職員加算 1人

・看護師加算 1人

・職業指導員加算 １人

・小規模グループケア加算
グループ数×（常勤１人＋宿直
管理等職員(非常勤）１人）

等

【児童指導員、保育士】
・０・１歳児

1.6:1（1.5:1、1.4:1、1.3:1）
・２歳児

2:1
・年少児（3歳～）

4:1（3.5:1、3:1）
・少年（就学～）

5.5:1（5:1、4.5:1、4:1）

※（）内は加算にて対応。

＋

基 本 部 分 加 算 部 分

～23年度 24年度～26年度（施設の人員配置基準） 27年度～（「社会的養護の課題と将来像」の目標水準）

児童指導員・保育士
０歳児： １．７：１
１・２歳児： ２：１
３歳以上幼児： ４：１
小学校以上： ６：１

児童指導員・保育士
０・１歳児： １．６：１
２歳児： ２：１
３歳以上幼児： ４：１
小学生以上： ５．５：１

児童指導員・保育士
０・１歳児： １．３：１
２歳児： ２：１
３歳以上幼児： ３：１
小学生以上： ４：１

※小規模ケア加算等とあわせて概ね３：１ないし２：１相当
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＋

・施設長1人
・家庭支援専門相談員 1人
・個別対応職員 1人
・定員20人以下加算 １人
・栄養士 1人
・調理員等 4人（定員30人以上10人ごとに1人を加

算）
・事務員 1人
・管理宿直専門員（非常勤、1人）
・医師1人（嘱託）

・里親支援専門相談員加算 １人

・家庭支援専門相談員加算 １人

・心理療法担当職員加算 1人

・定員35人以下指導員特別加算

（非常勤 1人）

・小規模グループケア加算
グループ数×（常勤１人＋宿直
管理等職員(非常勤）１人）

等

【児童指導員、保育士、看護師】
・０・１歳児

1.6:1（1.5:1、1.4:1、1.3:1 ）
・２歳児

2:1
・年少児（3歳～）

4:1（3.5:1、3:1）

※（）内は加算にて対応。

＋

基 本 部 分 加 算 部 分

～23年度 24年度～26年度（施設の人員配置基準） 27年度～（「社会的養護の課題と将来像」の目標水準）

看護師・保育士・児童指導員
０・１歳児： １．７：１
２歳児： ２：１
３歳以上幼児： ４：１

看護師・保育士・児童指導員
０・１歳児： １．６：１
２歳児： ２：１
３歳以上幼児： ４：１

看護師・保育士・児童指導員
０・１歳児： １．３：１
２歳児： ２：１
３歳以上幼児： ３：１

※小規模ケア加算等とあわせて概ね１：１相当

② 乳 児 院

人員配置（乳幼児を10人以上入所させる乳児院）

人員配置改善の推移
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児童心理治療施設の人員配置改善の推移

～23年度 24年度～26年度（施設の人員配置基準） 27年度～（「社会的養護の課題と将来像」の目標水準）

児童指導員・保育士 ５：１
心理療法担当職員 １０：１

児童指導員・保育士 ４．５：１
心理療法担当職員 １０：１

児童指導員・保育士 ３：１
心理療法担当職員 ７：１

児童自立支援施設の人員配置改善の推移

～23年度 24年度～26年度（施設の人員配置基準） 27年度～（「社会的養護の課題と将来像」の目標水準）

児童指導員・保育士 ５：１
心理療法担当職員 １０：１

児童指導員・保育士 ４．５：１
心理療法担当職員 １０：１

児童指導員・保育士 ３：１
心理療法担当職員 ７：１

母子生活支援施設の人員配置改善の推移

～23年度 24年度～26年度（施設の人員配置基準） 27年度～（「社会的養護の課題と将来像」の目標水準）

母子支援員 ２０世帯未満 １人
２０世帯以上 ２人

少年指導員 ２０世帯未満 １人
２０世帯以上 ２人

母子支援員 １０世帯未満 １人
１０世帯以上 ２人
２０世帯以上 ３人

少年指導員 ２０世帯未満 １人
２０世帯以上 ２人

母子支援員 １０世帯未満 １人
１０世帯以上 ２人
２０世帯以上 ３人
３０世帯以上 ４人

少年指導員 １０世帯未満 １人
１０世帯以上 ２人
２０世帯以上 ３人
３０世帯以上 ４人

➂ 児童心理治療施設等の人員配置改善の推移
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Ⅰ 小規模かつ地域分散化された生活単位における対応

令和元年度予算における乳児院・児童養護施設の職員配置の強化策

～平成30年度

定 員 ６～８人

配置基準 概ね６：３（＝２：１）

※定員６人（小学生以上）の場合
基本的人員配置（４：１）→ 常勤１．５人
小規模グループケア加算 → 常勤１人、非常勤１人加配

≪児童養護施設における小規模かつ地域分散化された生活単位（分園）における職員配置≫

令和元年度

定 員 ６人

配置基準 概ね６：４（＝１．５：１）

※定員６人（小学生以上）の場合
基本的人員配置（４：１）→ 常勤１．５人
小規模グループケア加算 → 常勤１人、非常勤１人加配
小規模かつ地域分散化加算 → 常勤１人加配

強化策① 小規模かつ地域分散化された生活単位における養育体制の充実
➢小規模かつ地域分散化された生活単位（分園型小規模グループケア又は
地域小規模児童養護施設）に常勤１人を加配

～平成30年度

定 員 ６人

配置基準 概ね６：３（＝２：１）

人員配置 → 常勤２人、非常勤２人

令和元年度

定 員 ６人

配置基準 概ね６：４（＝１．５：１）

人員配置 → 常勤２人、非常勤２人
小規模かつ地域分散化加算 → 常勤１人加配

（１）分園型小規模グループケア

（２）地域小規模児童養護施設
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≪乳児院における高機能化された生活単位における職員配置≫

令和元年度

定 員：４人

配置基準：概ね４：５（＝０．８：１）

人員配置 → 常勤５人、非常勤１人

※新たに医療的ケア児等受入加算を創設

～平成30年度

定 員：４～６人

配置基準：概ね４：４（＝１：１）

※定員４人（０・１歳児）の場合
基本的人員配置（１．３：１）→ 常勤３人
小規模グループケア加算 → 常勤１人、非常勤１人加配

強化策③ ケアニーズが非常に高い乳幼児のための「４人の生活単位」にお
ける養育体制の充実

➢現行の小規模グループケアに対して常勤１人分を加配した水準とする

≪児童養護施設における高機能化された生活単位における職員配置≫

Ⅱ 高機能化された生活単位における対応

～平成30年度

定 員 ６～８人＊

配置基準 概ね６：３（＝２：１）

※定員６人（小学生以上）の場合
基本的人員配置（４：１）→ 常勤１．５人
小規模グループケア加算 → 常勤１人、非常勤１人加配

＊現状、高機能化された生活単位（定員４人）に対応する予
算措置無し

令和元年度

定 員：４人 ≪新設≫

配置基準：概ね４：４（＝１：１）

人員配置 → 常勤３、非常勤２人

※新たに医療的ケア児等受入加算を創設

強化策② 医療的ケア児等のための「４人の生活単位」の類型の新設、当該
生活単位における養育体制の充実

➢現行の小規模グループケアに対して常勤１人分を加配した水準とする

新設
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民間児童養護施設等の職員の処遇改善

③ 各々の職務分野でのリーダー的業務内容を評価した処遇改善を
行う。

→ （ａ）月額５千円、 （ｂ） １万５千円の引上げ（④と合わせ１万円又は２万円）

→ 一定の研修を修了し、以下の職員として発令

（ａ）家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員等

（ｂ）小規模グループケアリーダー等

① 支援部門を統括する業務内容を評価した処遇改善を行う。

→ 月額５千円の引上げ（④と合わせ１万円）

→ 一定の研修を修了し、主任児童指導員、主任保育士等として発令

処遇改善
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② 複数の小規模グループケアを統括し、円滑な運営を支援する業務
内容を評価した処遇改善を行う。

→ 月３万５千円の引上げ（④と合わせ４万円）

→ 一定の研修を修了し、ユニットリーダー等として発令

職務分野別のリーダー的業務内容を評価し
た処遇改善

支援部門を統括する業務内容を評価した処
遇改善

技能･経験に応じた処遇改善

虐待や障害等のある子どもへの支援を本務
とし夜間を含む業務を行う困難さに着目した
処遇改善

④ 虐待や障害等のある子どもへの夜間を含む業務内容を評価した処
遇改善を行う。

→ 月額５千円の引上げ

業務の困難さを評価した処遇改善

⑤ ＋３％→＋２％等→＋１％＝合計＋６％等の処遇改善を実施する。＋６％等の処遇改善
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○ 平成２７年度予算において民間児童養護施設等の平均３％の職員給与の改善を実施するとともに、平成２９年度予算において児

童指導員及び保育士の夜間を含む業務を行う困難さの評価に加え、研修実績と職務分野別のリーダー的業務内容や支援部門を

統括する業務内容を評価した処遇改善を実施。令和元年度予算においてさらに１％の処遇改善を行う。

☆夜間を含む業務を行う困難さに着目した処遇改善

※ 施設長及び基幹的職員を除く

☆夜間を含む業務を行う困難さに着目した処遇改善

※ 施設長及び基幹的職員を除く

児童指導員・保育士

小規模グループケアリーダー等

ユニットリーダー

家庭支援専門相談員
里親支援専門相談員 等

主任児童指導員・主任保育士

基幹的職員

施設長

一
定
の
研
修
を
受
講

支援部門を統括する業務内容を
評価した処遇改善

職務分野別のリーダー
的業務内容を評価した

処遇改善

（月額１万５千円の処遇改善）
（☆と合わせて２万円）

（月額５千円の処遇改善）

（月額３万５千円の処遇改善）
（☆と合わせて４万円）

（月額５千円の処遇改善）
（☆と合わせて１万円）

（月額５千円の処遇改善）
（☆と合わせて１万円）

２％＊の
処遇改善

民間児童養護施設等の職員の処遇改善のイメージ

＊里親手当
は定額での
改善

平成２９年度

平均３％
相当の

処遇改善

平成２７年度 令和元年度

１％の
処遇改善
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乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム及びファミリーホーム

（※）施設の設置主体等を問わず、上記の類型に該当する全ての施設及び事務所が対象

児 童 養 護 施 設 退 所 者 等 に 対 す る 自 立 支 援 資 金 貸 付 事 業
令和３年度補正予算：３６億円（児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業）

社会的養護従事者処遇改善事業

社会的養護関係施設の職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を月額9,000円引き上げるた
めの措置を、令和４年２月から実施する。

（※）本事業は令和４年２月から９月までの間、実施するものであり、令和４年10月以降の処遇改善は、児童入所施設措置費等国庫負担金で実施。

（参考）「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和３年11月19日閣議決定)(抄)

看護、介護、保育、幼児教育など、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く方々の収入の引上げを含め、全ての職員
を対象に公的価格の在り方を抜本的に見直す。民間部門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、保育士等・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員を対象に、賃上
げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を３％程度（月額9,000円）引き上げるための措置を、来年２月から前倒しで実施する。

１．概要

算出式１及び算出式２により算出された額の合計額が対象施設等に対する補助額となる。

【算出式１】（処遇改善部分）

・月額10,900円（※１）× 延べ人数（各月の常勤換算従事者数の合計（※２））
（※１）9,000円に、社会保険料等の事業主負担率に相当する率を乗じた額を加えて得た額となっている。
（※２）常勤換算従事者数は、施設等を運営する法人の役員を兼務する施設長を除いて算出（その他の職員は非常勤職員も含め常勤換算で算出）

【算出式２】（国家公務員給与改定対応部分）※令和３年人事院勧告（期末手当▲0.15月（年収換算▲0.9％））に伴う運営費の減額分への補助

・常勤職員の令和３年度賃金総額の見込額 × 0.009 × １／２（令和４年４月から９月までの６か月分）

【補助率】 国:10/10

【事業実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市（特別区を含む。）
（※）母子生活支援施設については、設置又は認可を行った都道府県、市（特別区を含む。）及び福祉事務所を設置する町村とする。
（※）都道府県、指定都市、児童相談所設置市における事務費として、１自治体当たり1,000,000円を補助。

２．対象施設等

３．対象施設等への補助額

・ 原則として、職員に対する処遇改善について２月分の賃金から実施すること。
・ 本事業による補助額は、職員の処遇改善及び当該処遇改善に伴い増加する社会保険料等の事業主負担分に全額充てること。
・ 処遇改善の具体的な実施方法については、対象施設等の判断による柔軟な運用を認める。
・ 処遇改善額の２／３以上はベースアップ（基本給又は決まって毎月支払われる手当）に充てること。
ただし、令和４年２月分及び３月分の賃金は一時金による支給可。

・ 令和４年度における賃金の水準について、令和３年度より引下げを行わないこと。

４．処遇改善の要件
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乳児院・児童養護施設の高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化の進め方＜概要＞（2018年７月６日）乳児院・児童養護施設の高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化の進め方＜概要＞（2018年７月６日）

・ 乳児院や児童養護施設については、家庭養育優先原則を進める中においても、施設での養育を必要とする子どもの養育に関
し、「できる限り良好な家庭的環境」において、高機能化された養育や保護者等への支援を行うとともに、里親や在宅家庭への
支援等を行うことなど、施設の多機能化・機能転換を図ることにより、更に専門性を高めていくことが期待されている。

・ この「進め方」は、平成30年度予算において可能である措置費等の活用方法、職員配置、運営方法などについてとりまとめ、
円滑に取組を進められるよう、施設及び自治体関係者向けのマニュアル、参考資料として提供。

・ 取組を更に進めていくためには、必要な財政支援の在り方が課題。厚生労働省は、これらの課題への対応について、2019年度
以降の予算において、安定的な財源の確保に向けて、引き続き最大限努力し、それらを踏まえて、本書も逐次改正。

はじめに：高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化に向けて目指すべき方向性

・ 改正児童福祉法に基づく家庭養育優先原則の下では、施設の役割・機能を縮小させるものではなく、これまで以上に専門的で
幅広くしていくことが求められる。

・ 具体的には、乳児院・児童養護施設においては、地域におけるニーズや資源の状況、自らの「強み」・「弱み」も踏まえつ
つ、以下の具体的な姿を念頭に、施設長等のリーダーシップの下、施設職員とともに、「地域の社会的養育を支える専門的な拠
点」となるよう、自らの施設を変革していくことを目指していくべき。

・ 家庭での養育が困難な子ども及び年長で今までの経緯より家庭的な生活をすることに拒否的になっている子どもに対して、
早期の家庭復帰や里親委託等に向けた専門的な支援や自立支援を含め、更に専門性の高い施設養育を行うこと。

・ そのための専門性のある職員の配置及び小規模かつ地域分散化を推進すること。

・ 更に専門性を高めた上で、地域における家庭養育の支援を行うこと。

・ 具体的には、地域の実情等に応じ、以下に取り組むこと。
①一時保護委託の受入体制の整備
②養子縁組支援やフォスタリング機関（里親養育包括支援機関）の受託をはじめとする里親支援機能の強化
③市区町村と連携した在宅支援や特定妊婦の支援強化

第Ⅰ 高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化に向けて目指すべき方向性

施設養育の高機能化の方向性

多機能化・機能転換の方向性

・ 高機能化及び多機能化・機能転換に向けた以下の取組を進める上で、現在、活用可能な予算制度の要件や補助額等を紹介。
１．職員配置・専門職の配置の充実、小規模かつ地域分散化による養育機能の高機能化
２．在宅支援機能や里親支援機能をはじめとする多機能化・機能転換

第Ⅱ 取組を進める上で活用可能な予算制度
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１．各施設が策定している小規模化・地域分散化に向けた計画を小規模かつ地域分散化に向けて見直し。

２．今後計画される施設の新築や改築、増築の際には、小規模かつ地域分散化された施設の設置を優先。

３．小規模かつ地域分散化等を進める過程で、人材育成の観点から、本体施設から順次分散化施設を独立させていく場合や、過渡
的に本体施設のユニット化を経て独立させていく場合にも、概ね10年程度で地域分散化及び多機能化・機能転換を図る計画を、
人材育成も含めて策定するよう求める。過渡的にユニット化する場合でも、

・ 同一敷地内での戸建て住宅型又はグループごとに独立した玄関のある合築型の施設内ユニットとするなど、生活単位を独立
させるとともに

・ 地域社会との良好な関係性の構築を十分に行う
といった工夫を行うよう求める。

４．既存の施設内ユニット型施設についても同様に、概ね10年程度で地域分散化等を図る計画の策定を求める。その際、既存ユ
ニットは、多機能化・機能転換に向けて積極的に活用を進めていく。

※小規模かつ地域分散化の例外
・ ケアニーズが非常に高い子どもに専門的なケアを行うため、心理職や医師、看護師などの専門職の即時の対応が必要な場合

には、生活単位が集合する場合もあり得る。

・ このような場合においても、十分なケアが可能になるように、できるだけ少人数（将来的には４人程度まで）の生活単位と
し、その集合する生活単位の数も大きくならない（概ね４単位程度まで）ことが求められている。そのため、厚生労働省とし
ては、2019年度以降の予算において、引き続き検討し、安定的な財源の確保に向けて、最大限努力。

第Ⅲ 改正児童福祉法や高機能化及び多機能化・機能転換を踏まえた小規模かつ地域分散化の更なる推進

・ 高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化を通じて「地域の社会的養育を支える専門的な拠点」への変革を進
めるうえでは、それを担う職員の人材育成や確保が必要不可欠。人材育成に向けて、現在、活用可能な予算制度等を紹介。

・ 厚生労働省においては、職員の人材育成に向けて、職員向けの研修プログラムの開発や指導者養成研修の実施等に取り組んで
いくこととしており、都道府県等においても、人材育成の機会の確保に努める。

第Ⅳ 高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化に向けた職員の人材育成

・ 都道府県等においては、各施設の高機能化及び多機能化・機能転換に向けた計画や、小規模かつ地域分散化を進める計画の見
直しの検討状況・課題等について随時ヒアリングを行うことにより、個々の実情を把握し、関係者との間で綿密な協議を重ねな
がら、適宜適切な助言や支援を行い、各施設において具体的かつ実現可能な計画が策定されるよう配慮。

第Ⅴ 計画的な推進に向けて
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６．支援の必要性の高い子ども・家庭・妊産婦への
支援体制の強化
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市区町村の母子健康包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を再編し、妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的相談を行う機能を有す
る機関の整備等を推進するとともに、支援を必要とする妊産婦、子育て世帯、子どもを対象とした新たな家庭支援（訪問支援等）を推進して
いくことで、包括的な支援体制の構築を図る。

新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備していくための支援

目 的
令和３年度第１次補正予算額：６０２億円（安心こども基金に計上）

支援内容

(訪問家事育児支援) (子どもの居場所支援)

１．母子保健と児童福祉の相談支援機関を再編した一体的な相談支援体制の整備の推進

（１）母子保健と児童福祉の一体的相談支援機関の整備に必要な整備費・改修費の支援
【母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業】

（２）母子保健と児童福祉の一体的相談支援機関における子育て世帯等を対象としたサポートプランの
作成や地域づくり、ネットワーク構築等の推進 【母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業】

（３）若年等リスクを抱えた妊婦家庭を訪問し、状況把握等を行う取組の推進【妊婦訪問支援事業】

２．支援を必要とする妊産婦、子育て世帯、子どもを対象とした新たな家庭支援の推進

（１）子育て世帯等を対象とした訪問家事・育児支援の推進【子育て世帯訪問支援臨時特例事業】

（２）ペアレント・トレーニングの提供等、親子関係形成支援の推進【保護者支援臨時特例事業】

（３）家庭や学校に居場所のない子どもの居場所支援の推進
【子どもの居場所支援整備事業／子どもの居場所支援臨時特例事業】

（４）子育て世帯のレスパイト支援の充実（親子入所支援・利用料減免等）
【子育て短期支援整備事業／子育て短期支援臨時特例事業／一時預かり利用者負担軽減事業】

３．支援の必要性の高い妊産婦・子どもへの支援体制の強化

（１）支援の必要性の高い妊産婦の滞在型支援の推進
【特定妊婦等支援整備事業／特定妊婦等支援臨時特例事業】

（２）児童相談所一時保護所の定員超過解消に向けた受け皿整備に必要な整備費・改修費の支援
【児童相談所一時保護所等整備事業】

（３）社会的養護経験者（ケアリーバー）に対する自立支援体制の整備
【社会的養護自立支援整備事業／社会的養護自立支援実態把握事業】

(親子関係形成支援)

都道府県・指定都市・児童相談所設置市・市町村（NPO法人等に委託可）

実施主体

令和３年度～令和５年度末

実施期間

(支援の必要性の高い妊産婦の支援) (社会的養護経験者の自立支援)
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不登校の子ども等を含め、家庭や学校に居場所がない学齢期以降の子どもに対する居場所の整備に必要な整備費・改修費の支援を行うと
ともに、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供、子ども・家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎ
を行う等の子どもの居場所に関する総合的な支援を実施する。

子どもの居場所支援整備事業・子どもの居場所支援臨時特例事業（概要）

食事の支援の様子中高生向けのフリースペースの様子 専門職による面談の様子

令和３年度第１次補正予算額：６０２億円の内数（子育て支援対策臨時特例交付金）

【実施主体】
市町村

【補助割合】
国２／３、市町村１／１２、事業者１／４

【補助基準額】
１か所当たり 17,392千円

子どもの居場所支援整備事業（整備費）

【実施主体】
市町村（NPO法人や社会福祉法人等に委託可）

【支援対象】
家庭や学校に居場所がない学齢期以降の子ども

【支援内容】
①安心・安全な居場所の提供

②生活習慣（手洗い・うがい、歯磨き）の形成

③学習（宿題の見守り等を含む）の支援

④食事の支援

⑤課外活動の提供

⑥専門職による支援計画の策定 など

【補助割合】
国１／２、都道府県１／４、市町村１／４

【補助基準額】
①基本分 専門職を配置しない場合 １か所当たり 14,592千円

専門職を配置した場合 １か所当たり 15,850千円

②賃借料支援加算 １か所当たり 3,000千円

③開設準備経費加算 １か所当たり 4,000千円

子どもの居場所支援臨時特例事業（運営費）

事業概要

支援のイメージ

市町村

居場所支援
事業所

相談 利用案内
・勧奨

支援の
提供

利用

関係機関

要対協
学校
医療機関 等

情報共有等
の連携

事業
委託

（参考）支援の様子
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予期せぬ妊娠等、支援の必要性の高い妊産婦に対して、出産や今後の生活について落ち着いて考えることのできる居場所の提供を行う
とともに、産婦本人の養育方針や養育の不安等に応じて必要な支援機関へとつなぐ体制を構築することにより、妊産婦の孤立化を防ぎ、
虐待の重篤事案の防止を図る。

特定妊婦等支援整備事業・特定妊婦等支援臨時特例事業（概要）

【事業内容】
支援の必要性の高い妊産婦に対する安定的な支援の推進を図る
ため、心理的ケアや生活相談支援等を行う居場所の整備に必要な
整備費と改修費の支援を行う。

【実施主体】 都道府県、市、福祉事務所設置町村

【補助割合】 国２／３、都道府県等１／１２、事業者１／４

【補助基準額】 ＜整備費＞ 8,588千円 × 定員（世帯数）
＜改修費＞ １世帯当たり 8,588千円

令和３年度第１次補正予算額：６０２億円の内数（子育て支援対策臨時特例交付金）
事業概要

特定妊婦等支援整備事業（整備費） 特定妊婦等支援臨時特例事業（運営費）

【事業内容】
支援の必要性の高い妊産婦を通所又は宿泊で受け入れて、心理
的ケアや生活相談支援等を行うための看護師等の配置や妊産婦を
受け入れた際に要する生活費等の支援を行うとともに、支援ニー
ズ等の実態把握や関係機関との連携に必要な費用の支援を行う。

【実施主体】 都道府県、市、福祉事務所設置町村
（社会福祉法人やNPO法人に委託可）

【補助割合】 国１／２、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所
設置市１／２
国１／２、都道府県１／４、市・福祉事務所設置町村
１／４（市及び福祉事務所設置町村が実施する場合）

【補助基準額】
基本分単価 １か所当たり 32,753千円
開設準備費加算 １か所当たり 4,000千円（上限額）
賃借料加算 １か所当たり 3,000千円（上限額）

実態把握・関係機関連携経費支援
１自治体当たり 5,085千円

（参考）支援の様子

（支援のイメージ）
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児童養護施設等の入所措置等が解除された社会的養護経験者（ケアリーバー）に対して生活相談や就労相談等の自立支援を行う事業所
の整備を推進するとともに、児童養護施設等を退所した児童の実態調査等を行う費用を補助することで、どの地域であっても必要な支援
が確実に提供される環境の整備を図る。

社会的養護自立支援整備事業・社会的養護自立支援実態把握事業（概要）

実態把握

施策・ケアの評
価・検討

施策・ケア
の改善

措置解除

≪社会的養護自立支援事業所のイメージ≫

事業概要
令和３年度第１次補正予算額：６０２億円の内数（子育て支援対策臨時特例交付金）

社会的養護自立支援整備事業（整備費）

【事業内容】
社会的養護経験者に対して生活相談や就労相談等の自立支援を
行う事業所の整備に必要な整備費・改修費等の支援を行う。

【実施主体】
都道府県、指定都市、児童相談所設置市

【補助割合】
国２／３、都道府県等１／１２、事業者１／４

【補助基準額】
１か所当たり 17,392千円

社会的養護自立支援実態把握事業

【事業内容】
都道府県等が施設入所措置等で関わってきたケアリーバーの支援
ニーズ等を把握するための実態調査やヒアリングの実施、自立支援
に必要な関係機関との連携を行うための連絡協議会の開催に必要な
費用の支援を行う。

【実施主体】
都道府県、指定都市、児童相談所設置市

【補助割合】
国１／２、都道府県等１／２

【補助基準額】
１自治体当たり 3,000千円

社会的養護自立支援
事業所

児童養護施設、自立援助ホーム、里親等

社会的養護経験者

生活・対人関係に関する相談
就労・職場関係に関する相談
法的なトラブルに関する相談
メンタルケアを含む医療の相談

通所

≪自立支援に必要な関係機関の協議会≫≪実態把握のサイクル≫
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児童家庭支援センターの設置・運営状況

都道府県名 設置か所数

北海道 12
青森県 1
岩手県 1
宮城県 1
秋田県 0
山形県 2
福島県 2
茨城県 3
栃木県 2
群馬県 2
埼玉県 3
千葉県 13
東京都 0

神奈川県 23
新潟県 0
富山県 0

都道府県名 設置か所数

石川県 4
福井県 4
山梨県 1
長野県 5
岐阜県 5
静岡県 4
愛知県 1
三重県 6
滋賀県 0
京都府 2
大阪府 3
兵庫県 10
奈良県 2

和歌山県 1
鳥取県 3
島根県 0

都道府県名 設置か所数

岡山県 2
広島県 3
山口県 5
徳島県 1
香川県 1
愛媛県 1
高知県 4
福岡県 4
佐賀県 1
長崎県 2
熊本県 1
大分県 3
宮崎県 2

鹿児島県 2
沖縄県 2

※ 各都道府県の設置か所数には、指定都市及び児童相談所設置市における設置か所数を含む。

合計 １５０か所

※ 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課調べ

※厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課調べ

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

か所数 104 109 119 122 127 139 150

＊設置主体（令和２年10月１日現在） 社会福祉法人：140か所 ＮＰＯ法人等：10か所

（１）設置状況の推移（各年10月１日現在）

（２）都道府県別の設置状況（令和２年10月１日現在）

（参考）児童家庭支援センターの職員数（令和２年10月１日現在）
①相談・支援を担当する職員：405人
②心理療法等を担当する職員：212人
※令和２年10月１日現在（厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課調べ） 135



（３）相談延件数の推移（平成15～令和２年度）

（出典） 令和２年度全国児童家庭支援センター協議会実績報告

（件数）

H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

41,606 46,212 63,298 112,352 79,705 85,347 94,713 107,095 113,830

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度

123,495 135,988 149,617 163,492 167,070 194,297 218,075 251,709 287,670
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（４）相談内容種別（平成28年度～令和２年度）
（単位：人）

※ 虐待は養護の再掲

養護 (虐待) 保健 障害 非行 性格行動 不登校 適性 しつけ

H28年度 67,399 20,203 10,018 10,978 948 28,949 14,446 2,245 16,553

H29年度 82,416 25,291 11,994 12,261 1,143 31,008 17,837 4,642 14,506

H30年度 96,679 27,992 13,052 13,568 1,252 35,930 16,785 3,800 14,957

R元年度 121,282 42,248 13,184 16,674 1,531 37,555 18,492 3,844 13,951

R２年度 142,340 47,729 14,993 19,188 1,334 38,603 22,544 4,376 14,944

いじめ ＤＶ その他

653 560 14,321

749 673 17,068

709 851 20,492

630 881 23,685

733 829 27,786

（出典） 令和２年度全国児童家庭支援センター協議会実績報告
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７．自立支援の充実
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①自立生活能力を高める養育について
・ 安心感ある場所で、大切にされる体験を提供し、自己肯定感を育み自分らしく生きる力、他者を尊重し共生していく

力、生活スキル、社会的スキルの獲得など、ひとりの人間として生きていく基本的な力を育む養育を行うことが必要

（１）自立支援の充実

②特別育成費、大学等進学支度費、就職支度費の増額
・ 就職に役立つ資格の取得や、進学希望の場合の学習塾の利用もできるよう、高校生の特別育成費の充実や、大学等進

学支度費、就職支度費の大幅な増額が必要
→ 平成24年度から、

ａ．就職や進学に役立つ資格取得や講習等の経費を支給 （55,000円→26年度～：56,570円）、
ｂ．就職支度費と大学進学等自立生活支度費を改善 （216,510円→24年度：268,510円→26年度～：276,190円）

→ 平成27年度予算で、
ａ．児童養護施設入所児童等に対する学習支援（小学生に対する学習ボランティア・高校生に対する学習塾代
等）を充実、

ｂ．自立援助ホーム入所者について、就職支度費の支弁対象に追加
→ 平成29年度予算で、自立援助ホーム入居者について、大学進学等自立生活支度費の支弁対象に追加

③措置延長や、自立援助ホームの活用
・ 生活が不安定な場合は、18歳以降も、20歳に達するまでの措置延長を活用
・ 児童養護施設の中には、高校に進学しなかったり、高校を中退すると、18歳前でも退所させる施設もあるが、自立生
活能力がないまま退所させることのないようにすべき
→ 平成23年12月に、措置延長、措置継続、再措置等の積極的な実施について自治体に通知

（児童養護施設の高校卒業児童に係る措置延長児童数
H23：182人、H24：263人、H25：231人、H26：293人、H27：275人、H28：278人、H29：292人、H30：324人、
R元：333人、R2：356人）

・ 自立援助ホームは、児童の自立した生活を支援する場として、整備を推進（Ｈ22：73か所→Ｒ２：217か所）
・ 平成28年の児童福祉法改正において、自立援助ホームについて、22歳の年度末までの間にある大学等就学中の者を対
象に追加
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④アフターケアの推進
・ 平成16年の児童福祉法改正で、各施設の業務に、退所者への相談支援を規定
・ 退所児童等アフターケア事業を推進。退所者等の自助グループを、施設単位や広域単位で育成
→ 平成27年度予算でアフターケアの強化として、自立援助ホームに心理担当職員を配置
→ 平成29年度予算で創設した社会的養護自立支援事業に退所児童等アフターケア事業を編入し、相談・支援体制を拡

充
・ 身元保証人確保対策事業の活用
→ 平成24年度から、申込期間を１年に延長し、就職時の身元保証の期間を最長５年、賃貸住宅等の賃借時の連帯保証

の期間を最長４年までに延長可能とした。
・ 奨学金の情報を施設団体で整理し、各施設へ提供
→ 平成29年度予算で創設した社会的養護自立支援事業に身元保証人確保対策事業を編入し、保証対象に大学等進学時

の身元保証を加えるとともに、申込期間を２年に延長した。
・ 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業の活用
→ 児童養護施設等を退所し、就職や進学する者等の安定した生活基盤を築き、円滑な自立を実現するため、５年間の

就業継続により返還免除となる家賃相当額の貸付及び生活費の貸付並びに児童養護施設等の入所中の子ども等を対象
に、２年間の就業継続により返還免除となる就職に必要な各種資格を取得するための経費の貸付を行うこととした。

・ 社会的養護自立支援事業の活用
→ 大学等に就学していない自立援助ホームの入居者や、里親に委託されている子ども、児童養護施設等に入所してい

る子どもについても、原則22歳の年度末まで引き続き必要な支援を受けることができる事業として、平成29年度予算
で社会的養護自立支援事業を創設。
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（２）１８歳以降の措置延長制度について

児童福祉法 第３１条（保護期間の延長等）

２ 都道府県は、第２７条第１項第３号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、
…、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満２０歳に達するまで、引き続き同項第３号の規定によ
る委託を継続し、若しくはその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。

児童相談所運営指針（平成２．３．５ 児発１３３）

（５）在所期間の延長
ア 児童福祉施設等に入所した子どもが、１８歳に達しても施設に入所を継続する必要がある場合には、２０歳に達するまで更に施

設入所を継続させることができる。（法第３１条）
特に子どもの自立を図るために継続的な支援が必要とされる場合には、積極的に在所期間の延長を行う。

イ 在所期間の延長は、施設長及び関係機関の意見を聞き、あらかじめ子ども、保護者等の意向を確認するとともに、子ども等の状
況を再判定した結果、延長することが適当と判断された場合に行う。この手続きは、１８歳に達する日までに完了し、延長年限を
付して保護者、施設長に通知する。（略）

○児童福祉法において、児童は１８歳未満と定義されているが、児童養護施設や里親については、必要な場合には、２０歳未満まで措置
延長できることとされている。

○実際の運用は、１８歳の年度末（高校卒業時点）で、就職又は進学等により児童養護施設を退所するケースが多く、１９歳で退所する
児童は、１割以下（平成２２年度高校卒業児童）となっていることから、平成２３年１２月に積極的活用を図るよう通知した。
※児童養護施設の高校卒業児童に係る措置延長児童数及び高校卒業児童に占める割合
Ｈ２３：１８２人（１１．８％）→Ｈ２４：２６３人（１６．２％）→Ｈ２５：２３１人（１３．４％）→Ｈ２６：２９３人（１６．３％）

→Ｈ２７：２７５人（１５．１％）→Ｈ２８：２７８人（１５．２％）→Ｈ２９：２９２人（１７．３％）→Ｈ３０：３２４人（１８．９％）
→Ｒ 元：３３３人（１９．０％）→Ｒ ２：３５６人（２０．３％）

児童養護施設等及び里親等の措置延長等について （平成２３．１２．２８ 雇児発１２２８第２号）

１ 措置延長の積極的活用について 児童養護施設等に入所した児童や里親等に委託した児童については、 …、満１８歳を超えて満２
０歳に達するまでの間、引き続き措置を行うことができることから、当該規定を積極的に活用すること。
具体的には、
① 大学等や専門学校等に進学したが生活が不安定で継続的な養育を必要とする児童等
② 就職又は福祉的就労をしたが生活が不安定で継続的な養育を必要とする児童等
③ 障害や疾病等の理由により進学や就職が決まらない児童等であって継続的な養育を必要とするもの
などの場合、児童養護施設等や里親等の意見を聴き、あらかじめ、児童等及びその保護者の意向を確認するとともに、延長すること
が必要と判断された場合に活用すること。 141



進 学
就 職 その他

大学等 専修学校等

児童養護施設児 1,752人 311人 17.8% 268人 15.3% 1,031人 58.8% 142人 8.1%

うち在籍児 356人 109人 6.2% 67人 3.8% 117人 6.7% 63人 3.6%

うち退所児 1,396人 202人 11.5% 201人 11.5% 914人 52.2% 79人 4.5%

（参考）全高卒者 1,126千人 594千人 52.7% 243千人 21.5% 206千人 18.3% 83千人 7.4%

児童養護施設児は家庭福祉課調べ（「社会的養護の現況に関する調査」）。全中卒者・全高卒者は学校基本調査（令和２年５月１日現在）。

※「高校等」は、高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校

※「大学等」は、大学、短期大学、高等専門学校第４学年

※「専修学校等」は、学校教育法に基づく専修学校及び各種学校、並びに職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練施設

②高等学校等卒業後の進路（令和元年度末に高等学校等を卒業した児童のうち、令和２年５月１日現在の進路）

①中学校卒業後の進路（令和元年度末に中学校を卒業した児童のうち、令和２年５月１日現在の進路）

（３）進学、就職の状況

進 学
就 職 その他

高校等 専修学校等

児童養護施設児 2,231人 2,117人 94.9% 33人 1.5% 50人 2.2% 31人 1.4%

（参考）全中卒者 1,108千人 1,095千人 98.8% 3千人 0.3% 2千人 0.2% 7千人 0.7%

高校進学率は高くなったが、高校卒業後の進路は、一般に比べ進学率は低く、就職が多くなっている。

③措置延長の状況（予定を含む） 4月1日から6か月未満 20歳に到達するまで その他

131人 128人 97人
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進学、就職の状況の推移（児童養護施設・里親）

①中学校卒業後の進路（各年度末に中学校を卒業した児童のうち、翌年度５月１日現在の進路）

平成２７年度
（Ｈ２８．５．１）

平成２８年度
（Ｈ２９．５．１）

平成２９年度
（Ｈ３０．５．１）

平成３０年度
（Ｒ元．５．１）

令和元年度
（Ｒ２．５．１）

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

児童養護施設児（単位：人） 2,333人 100.0% 2,258人 100.0% 2,342人 100.0% 2,306人 100.0% 2,231人 100.0%

進
学

高校等 2,239人 96.0% 2,174人 96.3% 2,204人 94.1% 2,175人 94.3% 2,117人 94.9%

専修学校等 35人 1.5% 40人 1.8% 40人 1.7% 43人 1.9% 33人 1.5%

就職 35人 1.5% 25人 1.1% 56人 2.4% 43人 1.9% 50人 2.2%

その他 24人 1.0% 19人 0.8% 42人 1.8% 45人 2.0% 31人 1.4%

里親委託児（単位：人） 345人 100.0% 348人 100.0% 344人 100.0% 343人 100.0% 390人 100.0%

進
学

高校等 333人 96.5% 344人 96.0% 314人 91.3% 333人 97.1% 379人 97.2%

専修学校等 5人 1.4% 9人 2.5% 13人 3.8% 3人 0.9% 7人 1.8%

就職 5人 1.4% 3人 0.9% 10人 2.9% 2人 0.6% 2人 0.5%

その他 2人 0.6% 2人 0.6% 7人 2.0% 5人 1.5% 2人 0.5%

（参考）全中卒者（単位：千人） 1,169千人 100.0% 1,137千人 100.0% 1,152千人 100.0% 1,131千人 100.0% 1,108千人 100.0%

進
学

高校等 1,154千人 98.7% 1,148千人 98.8% 1,138千人 98.8% 1,118千人 98.8% 1,095千人 98.8%

専修学校等 4千人 0.3% 4千人 0.3% 2千人 0.2% 2千人 0.2% 3千人 0.3%

就職 3千人 0.3% 3千人 0.3% 3千人 0.3% 2千人 0.2% 2千人 0.2%

その他 8千人 0.7% 8千人 0.4% 7千人 0.6% 7千人 0.7% 7千人 0.7%

（※）家庭福祉課調べ（「社会的養護の現況に関する調査」）。 全中卒者は学校基本調査。
（※）「高校等」は、高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校
（※）「専修学校等」は、学校教育法に基づく専修学校及び各種学校、並びに職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練施設 143



進学、就職の状況の推移（児童養護施設・里親）

②高等学校等卒業後の進路（各年度末に高等学校等を卒業した児童のうち、翌年度５月１日現在の進路）

平成２７年度
（Ｈ２８．５．１）

平成２８年度
（Ｈ２９．５．１）

平成２９年度
（Ｈ３０．５．１）

平成３０年度
（Ｒ元．５．１）

令和元年度
（Ｒ２．５．１）

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

児童養護施設児（単位：人） 1,818人 100.0% 1,684人 100.0% 1,715人 100.0% 1,752人 100.0% 1,752人 100.0%

進
学

大学等 226人 12.4% 239人 14.2% 276人 16.1% 245人 14.0% 311人 17.8%

専修学校等 211人 11.6% 217人 12.9% 253人 14.8% 251人 14.3% 268人 15.3%

就職 1,280人 70.4% 1,132人 67.2% 1,072人 62.5% 1,102人 62.9% 1,031人 58.8%

その他 101人 5.6% 96人 5.7% 114人 6.6% 154人 8.8% 142人 8.1%

里親委託児（単位：人） 269人 100.0% 327人 100.0% 350人 100.0% 375人 100.0% 390人 100.0%

進
学

大学等 70人 26.0% 90人 27.5% 99人 28.3% 102人 27.2% 118人 30.3%

専修学校等 65人 24.2% 72人 22.0% 61人 17.4% 81人 21.6% 110人 28.2%

就職 116人 43.1% 145人 44.4% 149人 42.6% 169人 45.1% 130人 33.3%

その他 18人 6.7% 20人 6.1% 41人 11.7% 23人 6.1% 32人 8.2%

（参考）全高卒者（単位：千人） 1,137千人 100.0% 1,148千人 100.0% 1,136千人 100.0% 1,134千人 100.0% 1,126千人 100.0%

進
学

大学等 593千人 52.2% 599千人 52.2% 592千人 52.1% 589千人 51.9% 594千人 52.7%

専修学校等 249千人 21.9% 250千人 21.7% 246千人 21.7% 246千人 21.7% 243千人 21.5%

就職 205千人 18.0% 206千人 18.0% 203千人 17.9% 203千人 17.9% 206千人 18.3%

その他 89千人 7.8% 93千人 8.1% 95千人 8.4% 96千人 8.5% 83千人 7.4%

（※）家庭福祉課調べ（「社会的養護の現況に関する調査」）（全高卒者：学校基本調査）
（※）「大学等」：大学、短期大学、高等専門学校第４学年
（※）「専修学校等」：学校教育法に基づく専修学校及び各種学校、並びに職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練施設 144



支弁される額 （令和３年度）

幼稚園費 実費

入進学支度費 小学校１年生： ６４，３００円（年額/１人） 中学校１年生： ８１，０００円（年額/１人）

教
育
費

学用品費等 小学校： ２，２１０円（月額/1人） 中学校： ４，３８０円（月額/1人）

教材代 実費

通学費 実費

学習塾費 実費（中学生を対象）

部活動費 実費

特別育成費

公立高校： ２３，３３０円（月額/１人）
私立高校： ３４，５４０円（月額/１人）
通学費： 実費
高等学校第１学年の入学時特別加算： ８６，３００円（年額/１人）
資格取得等のための特別加算（高校３年生）： ５７，６２０円（年額/１人）
補習費（学習塾費等）：２０，０００円（高校３年生は＋５，０００円）（月額／１人）
補習費特別保護単価（個別学習支援）： ２５，０００円（月額／１人）

学校給食費 実費（小学生及び中学生を対象）

見学旅行費
小学校６年生： ２２，６９０円（年額/１人）
中学校３年生： ６０，９１０円（年額/１人）
高等学校３年生： １１１，２９０円（年額/１人）

就職、大学進学等支度費
就職支度費・大学進学等自立生活支度費： ８２，７６０円（１人１回）
特別基準（親の経済的援助が見込めない場合の加算）： １９８，５４０円

（４）措置費による教育及び自立支援の経費

○ 平成２１年度に幼稚園費、学習塾費、部活動費を新設するなど、教育費の充実に努めている。
○ 平成２４年度に資格取得等のための高校生の特別育成費の加算を新設するとともに、就職・大学進学等支度費の増額を行った。
○ 平成２５年度には、特別育成費のうち就職又は進学に役立つ資格取得又は講習等の受講をするための経費の支弁について義務教育

終了児童のうち高等学校等に在学していないものも対象とした。
○ 平成２７年度には、特別育成費に補習費、補習費特別保護単価を創設。
○ 令和元年度には、高等学校在学中の通学費を新設するとともに、補習費を増額した。
○ 令和２年度には、教育費の対象に特別支援学校高等部に通う自立援助ホームの児童を追加するとともに、入進学支度金等の増額を

行った。

合計２８１，３００円
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【社会的養護自立支援事業（拡充）】

＜支援コーディネーターの配置＞

・取組状況に応じた加算を創設（コーディネーターが20ケース以上に対応している場合、補助員の配置等に要する費用を加算）

・複数名を配置できるよう補助単価を見直し（ １自治体１名分 → 児童相談所当たり１名分に拡充 ）

１か所当たり 6,224千円 → １か所当たり 6,224千円 ＋ 2,009千円（加算）

※複数名配置する自治体は、児童相談所の設置数を乗じて得た額を補助基準額とすることが可能

＜医療連携支援（拡充）＞

・自立支援を行う機関における医師の配置促進を行うとともに、医療機関への同行支援等の取組の強化を促すため、補助単価を引上げ

１か所当たり：5,900千円（年額） → １か所当たり： 7,842千円 （＋1,942千円）

※医療機関への同行支援を行う場合、557千円を加算

＜就労相談支援（拡充）＞

・ハローワーク等の就労支援機関への同行支援など、取組の強化を促すため、事業費を創設 → 事業費：557千円

【身元保証人確保対策事業（拡充）】

・身元保証人確保に必要な保険料の補助について、対象を措置解除等から２年以内の者から、措置解除等から５年以内の者まで拡大する。

社会的養護自立支援事業等

①社会的養護自立支援事業
里親等への委託や、児童養護施設等への入所措置を受けていた者について、必要に応じて18歳（措置延長の場合は20歳）到達後も

22歳の年度末までの間、引き続き里親家庭や施設等に居住して必要な支援を提供する事業に要する費用を補助する。

②身元保証人確保対策事業
児童養護施設や婦人保護施設等を退所する子どもや女性が就職したり、アパート等を賃借する際に、施設長等が身元保証人となる

場合の損害保険契約を全国社会福祉協議会が契約者として締結し、その保険料を補助する。

令和４年度予算：212億円の内数（児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業）

１．事業内容

２．拡充内容（令和４年度予算案）
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①社会的養護自立支援事業

・支援コーディネーター配置 １か所当たり 6,224千円 ＋ 2,009千円（加算）（20ケース以上に対応している場合） ≪拡充≫ 
※ 複数名配置する場合、児童相談所の設置数を乗じて得た額を補助基準額とすることが可能 ≪拡充≫

・居住費支援 １人当たり月額 397千円（児童養護施設） 等

・生活費支援 １人当たり月額 52,120円（就学・就労をしていない者）、11,360円（就学している者） 等

・生活相談支援 １か所当たり 10,196千円（常勤２名以上配置）

・就労相談支援 １チーム当たり 5,739千円 ※ 就労支援機関への同行支援を行う場合、557千円を加算 ≪新規≫

・学習費等支援
（特別育成費） 基本額 １人当たり月額 24,420円 補習費 １人当たり月額 20,000円

資格取得等特別加算 １人当たり 57,610円 補習費特別分 １人当たり月額 25,000円

・医療連携支援 １か所当たり 7,842千円 ≪拡充≫ ※ 医療機関への同行支援を行う場合、557千円を加算 ≪新規≫

・退所後生活体験支援 １人当たり ： 53,700円

・法律相談支援 １か所当たり ： 3,000千円

②身元保証人確保対策事業

・就職時の身元保証 年間保険料 10,560円

・賃貸住宅等の賃借時の連帯保証 年間保険料：19,152円

・大学・高等学校等入学時の身元保証 年間保険料：10,560円

・入院時の身元保証 年間保険料：2,400円

【実 施 主 体 】①都道府県、指定都市、児童相談所設置市
②都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所設置町村

【補 助 率】国：1/2、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市：1/2
国：1/2、都道府県：1/4、市・福祉事務所設置町村：1/4（市及び福祉事務所設置町村が実施する場合）

３．補助基準額等
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社 会 的 養 護 自 立 支 援 事 業 の 実 施 イ メ ー ジ

①支援コーディネーター（全体を統括）

＜児童相談所等＞

※ 児童の措置解除前に、支援担当者会議を開催し、退所後の生活等を考慮した継続支援計画を作成
※ 関係機関と連携しながら、継続支援計画に基づく支援状況を把握し、生活状況の変化などに応じて計
画を見直し

措
置
解
除

22
歳

②生活相談支援担当職員（生活相談支援）

③就労相談支援担当職員（就労相談支援）

⑥住居費支援（里親・施設の住居費費を支援）
⑦生活費支援（大学進学者等の生活費を支援）
⑧学習費等支援（進学希望者の学習塾費等を支援）

⑥住居費支援（里親・施設の住居費費を支援）
⑦生活費支援（大学進学者等の生活費を支援）
⑧学習費等支援（進学希望者の学習塾費等を支援）

＜民間団体への委託等＞

（引き続き施設等に居住する児童）

※ 家庭復帰・自立した者の家賃・生活費については、「自立支
援資金貸付事業」の活用が可能

※ 措置解除後も特に支援の必要性が高く、施設等において居
住の場を提供する場合、措置費に準じて居住費等を支給。

※ 居住、家庭、交友関係・将来への不安等に関する生活上の相談支援
※ 対象者が気軽に集まる場を提供する等の自助グループ活動の育成支援

※ 安定した退所後の生活を確保するため、退所後の一人暮らし体験の支援 等

※ 雇用先となる職場の開拓 ・就職面接等のアドバイス
※ 事業主からの相談対応を含む就職後のフォローアップ 等

対象者の状況に応じて必要な支援を実施

⇒ 自助グループが特定日に児童養護施設等に赴いて入所児童の自立に
向けた相談支援を行う場合に必要となる経費を補助

（家庭復帰又は自立した児童）

④嘱託医等（医療連携支援）
※ 嘱託医等と契約するなど、医療的な支援が必要な者に対する支援を行う

※ 弁護士等と契約し、法律相談が必要となるケース（金銭・契約トラブル等）への
対応を行う

⑤弁護士等（法律相談支援）

※措置費による自立支援

○進学・就職等の自立支援や
退所後のアフターケアを担う
職員を配置し、退所前後の
自立に向けた支援を拡充
【令和２年度～】

【１か所当たり約580万円】

○就職の際に必要な被服類等や
大学進学等の際に必要な学用
品等の購入費等の支援
【児童１人当たり最大約28万円】 148
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都道府県別社会的養護自立支援事業の実施状況（令和３年度）

「社会的養護自立支援事業」による国庫補助を受けて実施された事業の実施状況は以下のとおり。
（ 令和２年度（実績） ： 64自治体（73自治体中） → 令和３年度（交付申請） ： 68自治体（74自治体中） ）
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支援ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

居住費
支援

生活費
支援

学習費
支援

自立後生活

体験支援

生活相談
支援

医療連携
支援

法律相談
支援

就労相談
支援

支援ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

居住費
支援

生活費
支援

学習費
支援

自立後生活

体験支援

生活相談
支援

医療連携
支援

法律相談
支援

就労相談
支援

北 海 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 愛 媛 県 ○ ○ ○ ○

青 森 県 ○ ○ ○ ○ ○ 高 知 県 ○ ○ ○ ○

岩 手 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 福 岡 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮 城 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 佐 賀 県 ○ ○ ○ ○

秋 田 県 長 崎 県 ○ ○ ○ ○

山 形 県 ○ ○ 熊 本 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福 島 県 ○ ○ ○ ○ ○ 大 分 県 ○ ○ ○ ○

茨 城 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 宮 崎 県 ○ ○ ○ ○ ○

栃 木 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 鹿 児 島 県 ○ ○ ○ ○

群 馬 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 沖 縄 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼 玉 県 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ 札 幌 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

千 葉 県 ○ ○ ○ ○ ○ 仙 台 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東 京 都 ○ ○ ○ 〇 ○ ○ さ い た ま 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

神 奈 川 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 千 葉 市 ○ ○ ○

新 潟 県 ○ ○ ○ 横 浜 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

富 山 県 ○ ○ ○ ○ 川 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

石 川 県 ○ ○ ○ ○ 相 模 原 市 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○

福 井 県 新 潟 市 ○ ○ ○ ○

山 梨 県 ○ ○ ○ 静 岡 市 ○ ○ ○

長 野 県 浜 松 市 ○ ○

岐 阜 県 ○ ○ ○ 〇 〇 ○ 名 古 屋 市 ○ ○ ○ ○

静 岡 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 京 都 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛 知 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 大 阪 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三 重 県 ○ ○ ○ 堺 市 ○ ○ ○ ○ ○

滋 賀 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 神 戸 市 ○ ○ ○ ○ ○

京 都 府 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 岡 山 市 ○ ○ ○

大 阪 府 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 広 島 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

兵 庫 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 北 九 州 市 ○ ○ ○ ○ ○

奈 良 県 ○ ○ ○ ○ 福 岡 市 ○ ○ ○ ○ ○

和 歌 山 県 ○ ○ ○ ○ ○ 熊 本 市 ○ ○ ○ ○

鳥 取 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 横 須 賀 市 ○ ○ ○

島 根 県 ○ ○ ○ ○ 金 沢 市 ○ ○

岡 山 県 ○ ○ 明 石 市 ○ ○ ○ ○

広 島 県 ○ ○ ○ ○ 世 田 谷 区

山 口 県 ○ ○ ○ ○ 江 戸 川 区 ○ ○ ○

徳 島 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 荒 川 区
香 川 県 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ 港 区

実施自治体数 68 35 58 61 33 5 51 1 4 22

※ 上記の実施状況は、国庫補助（令和３年度交付申請ベース）の執行状況をまとめたものとなっている。このため、国庫補助を受けずに、同様の支援を
実施している場合があることに留意が必要。


